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は
じ
め
に 《

養
老
》

の
典
拠
と
成
立
の
背
景

|
『
養
老
寺
縁
起
』
と
明
徳
四
年
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
め
ぐ
っ
て

明
徳
四
年
(
-
三
九
三
）
九
月
一
日
、
将
軍
義
満
は
斯
波
・
佐
々

木
・
畠
山
・
山
名
・
赤
松
ら
の
諸
将
と
と
も
に
京
都
を
出
発
し
て
、

伊
勢
参
宮
の
途
に
つ
い
た
。
以
後
、
つ
ご
う
十
回
を
数
え
る
伊
勢
参

宮
の
こ
れ
が
初
度
の
旅
路
で
あ
っ
た
。
と
き
に
義
満
は
三
十
六
歳
の

壮
年
、
応
安
元
年
(
-
三
六
八
）
に
弱
冠
十
一
歳
で
将
軍
職
に
つ
い

て
す
で
に
二
十
五
年
、
左
大
臣
（
還
任
）
の
極
官
に
あ
り
、
前
年
十

月
に
は
、
じ
つ
に
五
十
七
年
に
も
お
よ
ん
だ
南
北
両
朝
の
並
立
を
解

消
す
る
歴
史
的
事
業
を
な
し
と
げ
て
、
そ
の
権
力
基
盤
が
い
っ
そ
う

盤
石
化
し
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
義
満
の
伊
勢
参
宮
を
伝
え
る
ほ
ぽ
唯
一
の
資
料
で
あ
る
『
足

利
治
乱
記
j

に
よ
る
と
、
義
満
は
こ
の
と
き
、
九
月
六
日
に
伊
勢
に

到
着
、
七
日
に
参
宮
、
八
日
に
は
外
宮
内
宮
の
神
官
に
禄
や
小
袖
を

賜
り
、
伊
勢
三
郡
の
奉
行
に
奉
幣
使
料
と
し
て
七
千
貫
を
与
え
、
九

日
に
は
朝
熊
山
と
二
見
浦
に
出
向
き
、
二
見
浦
で
は
和
歌
を
詠
ん
で

い
る
。
こ
の
伊
勢
滞
在
中
に
、
同
行
し
て
い
た
美
濃
国
守
護
の
土
岐

頼
世
が
領
国
の
名
勝
養
老
の
滝
の
見
物
を
義
満
に
つ
よ
く
勧
め
た
た

め
、
義
満
は
十
二
日
に
伊
勢
を
発
っ
て
養
老
の
滝
そ
の
他
を
見
物
し
、

そ
の
あ
と
、
や
は
り
同
行
し
て
い
た
近
江
国
守
護
佐
々
木
（
六
角
）

満
高
の
居
城
観
音
寺
城
で
遊
興
し
て
、
十
九
日
に
帰
洛
し
た
。

こ
の
義
満
の
最
初
の
伊
勢
参
宮
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
義
満
が
そ

の
帰
途
に
土
岐
頼
世
の
勧
め
で
養
老
の
滝
を
見
物
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
と
き
の
義
満
の
観
瀑
と
養
老
の
滝
を
舞
台
に

し
た
世
阿
弥
作
の
脇
能
〈
養
老
〉
と
の
関
係
が
気
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
義
満
が
養
老
の
滝
を
見
物
し
た
と
い
う

「
足
利
治
乱
記
』
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
史
料
と
し
て
の
信

憑
性
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
大
日
本
史
料
』
は
義
満
の
事
績

と
し
て
「
足
利
治
乱
記
j

の
記
事
を
採
用
し
て
い
る
し
、
吉
田
東
伍

『
大
日
本
地
名
辞
書
』
を
は
じ
め
、
「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
や

天

野

文

雄

ー



「
平
凡
社
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
な
ど
の
地
名
辞
典
で
も
、
『
足
利
治

乱
記
』
に
よ
っ
て
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
記
述
し
て
い
る
か
ら
、

日
本
史
研
究
の
う
え
で
は
、
義
満
の
観
瀑
は
史
実
と
み
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
養
老
の
滝
が
あ
る
岐
阜
県
養
老
郡
の
養

．
み
ょ
う
と
く
ふ
な
ち
ゃ
く

老
町
明
徳
の
船
着
神
社
に
は
、
現
在
、
町
指
定
の
史
跡
と
し
て

「
足
利
義
満
船
着
場
」
が
あ
る
。
同
神
社
あ
た
り
は
か
つ
て
浜
港
と

し
て
栄
え
て
い
た
よ
う
で
、
同
地
の
伝
承
に
よ
る
と
、
明
徳
四
年
に

左
大
臣
足
利
義
満
が
養
老
観
瀑
に
訪
れ
た
と
き
に
、
そ
の
船
着
き
場

を
利
用
し
た
と
い
い
、
明
徳
と
い
う
地
名
は
そ
の
と
き
に
つ
け
ら
れ

た
も
の
だ
と
い
う
（
『
養
老
町
の
文
化
財
」
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
な
ど
）
。

こ
れ
は
口
碑
で
は
あ
る
が
、
『
足
利
治
乱
記
』
の
記
事
の
信
憑
性
を

裏
づ
け
る
有
力
な
材
料
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
明
徳
と
い
う
地
名
は
全
国
的
に
み
て
も
珍
し
い
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
年
号
の
明
徳
に
由
来
す
る
と
い
う
点
な
ど
は
、
義

満
来
訪
の
信
憑
性
を
い
っ
そ
う
高
め
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
養
老
町
の
明
徳
の
地
名
と
し
て
の
初
出
は
慶
長
こ
ろ
）
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
数
少
な
い
地
名
や
寺
名
の
な
か
で
、
長
野
市
松
代
町
の
明
徳
寺

や
、
群
馬
県
利
根
郡
月
夜
野
町
の
明
徳
寺
な
ど
の
よ
う
に
、
明
徳
年

間
創
建
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
寺
名
に
明
徳
の
年
号
を
冠
し
て
い
る
例

が
あ
る
こ
と
も
参
照
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
右
の
伝
承
で
は
、
養
老
の

滝
を
見
物
し
た
と
き
の
義
満
を
左
大
臣
と
し
て
い
る
。
義
満
は
観
瀑

直
後
の
明
徳
四
年
九
月
十
七
日
に
左
大
臣
を
辞
し
、
翌
応
永
元
年
十

二
月
に
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
滝
を
見
物
し
た
と
き
の

義
満
は
た
し
か
に
左
大
臣
で
あ
っ
た
。
右
の
伝
承
が
、
義
満
の
官
位

を
よ
り
高
位
の
太
政
大
臣
と
か
通
り
の
よ
い
将
軍
と
か
で
は
な
く
、

正
確
に
左
大
臣
と
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
信
憑
性
の
一
証
と
し
う
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
足
利
治
乱
記
j

は
そ
の
記
述
か
ら
佐
々

木
氏
の
一
族
の
手
に
な
る
史
書
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
着

目
す
る
と
、
同
書
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
が
、
観
音
寺
城
に
お
け

る
佐
々
木
満
高
の
義
満
饗
応
の
直
前
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
。
『
足
利
治
乱
記
』
が
佐
々
木
氏
の
一
族
の
者
の
編
で
あ
る
と

す
る
と
、
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
は
、
編
者
が
じ
か
に
見
聞
し
た
こ

と
が
ら
で
あ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で

信
憑
性
が
高
い
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
徳
四
年
に
義
満
が
養
老
の
滝
を
見
物
し
た
こ

と
は
ま
ず
事
実
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
義

満
の
養
老
の
滝
見
物
と
《
養
老
》
の
成
立
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
謡
曲
百
番

J

(
西
野
春
雄
氏
校
注
）
の
《
養

老
》
の
解
説
の
「
素
材
・
主
題
」
の
欄
に
、
「
な
お
明
徳
四
年
（
一

三
九
三
）
九
月
に
、
足
利
義
満
は
伊
勢
参
向
の
折
、
養
老
の
瀧
見
物

に
下
向
し
て
お
り
（
足
利
治
乱
記
・
明
徳
四
年
九
月
十
八
日
条
〈
大
日
本

史
料
七
ノ
一
〉
）
、
こ
れ
を
背
景
に
し
て
作
能
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

聖
代
に
義
満
の
治
政
を
重
ね
て
い
る
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

管
見
で
は
《
養
老
》
の
成
立
を
義
満
の
観
漠
と
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
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ま
ず
、
〈
養
老
》
の
内
容
を
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

美
濃
の
国
の
本
巣
の
郡
に
醗
泉
（
酒
）
が
湧
出
し
た
た
め
、
雄
略

《
養
老
》
の
典
拠
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究

う
と
す
る
唯
一
の
指
摘
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
ま
さ
し
く
そ
の

「
可
能
性
」
の
論
証
に
あ
っ
て
、
世
阿
弥
作
の
《
養
老
》
は
、
御
用

役
者
と
し
て
義
満
の
周
辺
に
い
た
世
阿
弥
（
明
徳
四
年
に
は
三
十
歳
か

―
―
-
+
―
歳
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
契
機
と
し

て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
主
と
し
て
そ
の
典

拠
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
義
満
が
養
老
の
滝
を
見
物
し
た
の
は
明
徳
四
年
の
九
月
、

そ
の
翌
年
の
七
月
に
改
元
が
あ
っ
て
、
年
号
は
応
永
に
あ
ら
た
ま
る
。

一
方
、
世
阿
弥
の
作
で
あ
る
〈
養
老
〉
は
資
料
上
の
初
見
が
応
永
三

十
年
(
-
四
ニ
―
―
-
）
の
奥
書
を
も
っ
「
三
道
」
で
、
い
わ
ゆ
る
「
新

作
の
規
範
曲
」
二
十
九
曲
の
な
か
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
十
九
曲

中
、
世
阿
弥
作
の
二
十
二
曲
は
、
「
三
道
j

の
末
尾
に
、
「
応
永
年
内

の
作
能
の
数
々
、
末
代
に
も
さ
の
み
甲
乙
あ
ら
じ
と
覚
え
た
り
」
と

あ
る
か
ら
、
ほ
ぽ
応
永
年
内
の
制
作
に
か
か
る
も
の
ら
し
い
。
と
す

れ
ば
、
明
徳
四
年
九
月
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
と
、
「
応
永
年
内

の
作
能
」
ら
し
い
《
養
老
》
の
制
作
時
期
と
の
あ
い
だ
に
は
、
時
期

の
う
え
で
の
不
整
合
は
と
く
に
な
い
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

天
皇
の
勅
使
（
ワ
キ
）
が
養
老
の
滝
に
出
向
く
と
、
老
人
親
子
（
シ

テ
・
ツ
レ
）
が
現
わ
れ
て
、
睛
泉
発
見
の
経
緯
を
語
り
、
勅
使
を
醸

泉
に
案
内
す
る
。
老
人
親
子
が
天
皇
に
献
上
す
る
た
め
に
醗
泉
を
汲

さ
ん
じ
ん

ん
で
い
る
と
、
そ
こ
に
御
代
を
守
護
す
る
山
神
（
後
ジ
テ
）
が
諸
天

を
伴
っ
て
現
わ
れ
（
諸
天
は
実
際
に
は
登
場
し
な
い
）
、
山
神
は
霊
威
を

示
し
て
泰
平
の
御
代
を
賛
美
す
る
、
と
い
う
内
容
の
能
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
現
在
の
《
養
老
》
で
は
、
天
皇
へ
の
睛
泉
を
汲
ん
だ

あ
と
、
老
人
親
子
は
退
場
し
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
里
の
男
（
ア
イ
）

が
現
わ
れ
て
醸
泉
の
由
来
を
語
っ
て
舞
（
三
段
の
舞
）
を
舞
う
場
面

（
間
の
段
）
が
入
る
。
つ
ま
り
、
現
在
は
二
場
形
式
の
能
な
の
で
あ
る

が
、
中
入
り
前
の
詞
章
か
ら
み
て
、
本
来
は
ア
イ
は
登
場
し
な
い
能

（
一
場
能
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
そ
れ
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は

昭
和
35
年
の
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
」
上
の
解
説
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
そ
の
と
お
り
だ
と
思
わ
れ
る
）
。
ま
た
、
一
曲
全
体
が
治
世
賛
美
の

主
題
に
貰
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で

あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
《
養
老
》
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
従
来

は
そ
れ
を
『
十
訓
抄
』
（
建
長
四
年
〔
―
二
五
二
〕
成
立
）
や
『
古
今
著

聞
集
J

(
建
長
六
年
成
立
）
に
み
え
る
、
元
正
天
皇
の
時
代
（
七
一
五

ー
七
二
四
）
の
養
老
説
話
に
求
め
る
の
が
ほ
ぽ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

両
書
の
養
老
説
話
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
が
（
「
古
今
著
聞
集
』
が

『
＋
訓
抄
』
の
説
話
に
拠
っ
た
も
の
）
、
以
下
に
は
、
先
行
す
る
「
十
訓

3
 



抄
』
の
説
話
を
引
い
て
み
よ
う
。

昔
、
元
正
天
皇
の
御
時
、
美
濃
の
国
に
、
貧
し
く
賎
し
き
男
あ

り
け
る
が
、
老
い
た
る
父
を
持
ち
た
り
。
こ
の
男
、
山
の
木
を

取
り
て
、
そ
の
値
を
得
て
、
父
を
養
ひ
け
り
。
こ
の
父
、
朝
夕
、

あ
な
が
ち
に
酒
を
愛
し
、
ほ
し
が
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
男
、

な
り
ひ
さ
ご
と
い
ふ
も
の
を
腰
に
つ
け
て
、
酒
を
泊
る
家
に
行

き
て
、
つ
ね
に
こ
れ
を
乞
ひ
て
、
父
を
養
ふ
。
あ
る
時
、
山
に

入
り
て
、
薪
を
取
ら
む
と
す
る
に
、
苔
深
き
石
に
す
べ
り
て
、

う
つ
ぶ
し
に
ま
ろ
び
た
り
け
る
に
、
酒
の
香
し
け
れ
ば
、
思
は

ず
に
あ
や
し
く
て
、
そ
の
あ
た
り
を
見
る
に
、
石
の
中
よ
り
水

流
れ
出
づ
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
色
、
酒
に
似
た
り
。
汲
み
て
な

む
る
に
、
め
で
た
き
酒
な
り
。
う
れ
し
く
お
ぽ
え
て
、
そ
の
の

ち
、
日
々
に
こ
れ
を
汲
み
て
、
あ
く
ま
で
父
を
養
ふ
。
時
に
帝
、

こ
の
こ
と
を
聞
こ
し
め
し
て
、
霊
亀
三
年
九
月
に
、
そ
の
と
こ

ろ
へ
行
幸
あ
り
て
、
御
覧
じ
け
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
至
孝
の

ゆ
ゑ
に
、
天
神
、
地
祇
あ
は
れ
み
て
、
そ
の
徳
を
あ
ら
は
す
と
、

感
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
の
ち
に
美
濃
守
に
な
さ
れ
に
け
り
。
そ
の

酒
の
出
づ
る
所
を
ば
、
養
老
の
滝
と
ぞ
申
す
。
か
つ
は
、
こ
れ

に
よ
り
て
、
同
十
一
月
に
年
号
を
養
老
と
改
め
ら
れ
け
る
。

（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』
に
よ
る
）

こ
れ
が
現
在
、
《
養
老
》
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
説
話
で
あ

る
が
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
説
話
に
は
そ
の
設
定
に

《
養
老
》
と
合
わ
な
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
《
養

老
》
で
は
醒
泉
出
現
は
雄
略
天
皇
の
時
代
（
五
世
紀
後
半
）
の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
元
正
天
皇
の
時
代
（
霊
亀
元
年
〔
七
一
五
〕

i

養
老
八
年
〔
神
亀
元
年
。
七
二
四
〕
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、

《
養
老
》
で
は
勅
使
が
養
老
の
滝
に
下
向
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

天
皇
み
ず
か
ら
滝
に
行
幸
し
て
い
る
こ
と
。
第
一
一
一
に
、
《
養
老
》
で

は
孝
子
が
父
母
を
養
う
話
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
父
を
養
う

話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ち
が
い
は
従
来
の
諸
研
究
で
も
注
意
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
能
に
お
け
る
脚
色
の
結
果
だ
と
理
解
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
第
二
点
の
勅
使
の
下
向
な
ど
は
、
ワ

キ
を
勅
使
と
す
る
脇
能
に
数
多
く
あ
る
類
型
に
あ
て
は
め
た
も
の
と

考
え
れ
ば
納
得
が
ゆ
く
し
、
第
三
点
の
孝
子
の
孝
行
の
対
象
の
ち
が

い
（
父
母
か
父
か
）
な
ど
は
、
と
く
に
問
題
と
す
べ
き
ほ
ど
で
は
な
い

微
細
な
ち
が
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
る
と
、
第
一
点
の
天
皇

の
時
代
の
み
が
、
説
明
で
き
な
い
ち
が
い
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
全
体
と
し
て
、
《
養
老
》
と
I

十
訓
抄
』
説

話
の
ち
が
い
は
そ
う
大
き
な
も
の
で
は
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
、
養
老
の
滝
に
つ
い
て
の
説
話
ー
養
老
説
話
ー
が
右
の

『
十
訓
抄
』
や
「
古
今
著
聞
集
』
だ
け
に
し
か
所
見
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
を
《
養
老
》
の
典
拠
と
し
、
設
定
が
異
な
る
点
は
作
者

世
阿
弥
の
脚
色
と
す
る
の
も
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
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が
l

そ
れ
が
現
在
の
定
説
の
立
場
と
思
わ
れ
る
ー
、
じ
つ
は
、
養

老
説
話
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
《
養
老
》
の
典
拠
に
つ

い
て
は
、
『
十
訓
抄
j

「
古
今
著
聞
集
』
以
外
に
も
あ
る
養
老
説
話
を

広
く
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
養
老
説
話
に
は
、
『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
以
外

に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
お

伽
草
子
研
究
の
立
場
か
ら
広
く
養
老
説
話
を
収
集
さ
れ
た
徳
田
和
夫

氏
の
研
究
な
ど
を
も
と
に
、
そ
の
享
受
資
料
を
も
あ
わ
せ
て
示
す
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
（
同
氏
著
『
お
伽
草
子
研
究
」
第
一
篇
第
五
章
「
室

町
時
代
の
言
談
風
景
—
|
『
碧
山
日
録
』
に
見
る
説
話
享
受
l

」
に
よ
る
。

1
i
6
が
徳
田
氏
の
一
覧
に
あ
る
も
の
）
。

ー
『
続
日
本
紀
」
巻
七
の
「
元
正
天
皇
の
詔
」

2
「
碧
山
日
録
』
長
禄
四
年
(
-
四
六
0
)
三
月
四

8
条

3
「
寝
覚
記
j

四
「
恩
を
可
知
事
」

4
お
伽
草
子
『
養
老
の
縁
起
l

（
寛
文
こ
ろ
の
絵
巻
〔
残
欠
本
〕

が
伝
存
）

5
『
鷲
林
拾
葉
紗
』
巻
十
二
「
五
百
品
第
八
」

6
『
法
華
経
直
談
紗
」
巻
六
本
「
授
学
無
学
人
記
品
第
九
」

7
「
養
老
寺
縁
起
」

こ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、

1
ー
3
が
『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』

と
同
じ
説
話
か
そ
の
説
話
に
つ
い
て
ふ
れ
た
記
述
で
あ
り
、

4
¥
7

が
『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
と
は
別
系
の
説
話
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
は
『
十
訓
抄
」
『
古
今
著
聞
集
』
の
養
老
説

話
の
源
流
に
位
置
す
る
史
料
、

2
、
3
は
『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞

集
」
の
養
老
説
話
に
ふ
れ
た
断
片
的
な
記
述
で
、

3
は
「
十
訓
抄
』

と
同
じ
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
、

4
は
大
幅
に
澗
色
が

ほ
ど
こ
さ
れ
て
物
語
化
さ
れ
た
も
の
で
、
残
欠
本
ゆ
え
内
容
は
十
分

に
把
握
で
き
な
い
が
、
天
皇
が
行
幸
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
点
は

『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
の
養
老
説
話
と
一
致
す
る
（
同
書
は
未

刊
国
文
資
料
「
お
伽
草
子
と
そ
の
研
究
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
）
。
ま
た
、

5
と
6
は
室
町
後
期
の
天
台
の
法
華
経
注
釈
書
で
、
ほ
ぽ
同
じ
内
容

の
養
老
説
話
で
あ
る
が
、
時
代
が
天
武
天
皇
の
御
代
と
な
っ
て
い
る

こ
と
、
養
老
の
滝
へ
は
勅
使
が
下
向
す
る
形
で
あ
る
こ
と
、
孝
子
に

養
わ
れ
る
の
が
老
母
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
『
十
訓
抄
』

「
古
今
著
聞
集
j

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
5
と
6
は
時
代
を
天

武
天
皇
の
時
代
（
六
七
二
年
1
六
八
六
年
）
と
し
な
が
ら
、
こ
の
で
き

ご
と
を
年
号
が
霊
亀
か
ら
養
老
に
改
め
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
（
改
元

は
七
一
七
年
）
と
す
る
錯
誤
を
犯
し
て
も
い
る
。
ま
た
、

7
は
時
代

を
雄
略
天
皇
の
時
代
と
し
て
い
る
点
、
養
老
の
滝
へ
は
勅
使
が
下
向

す
る
点
、
醜
酒
を
発
見
す
る
の
が
孝
子
の
妻
で
あ
る
点
、
醜
酒
に
よ

っ
て
養
わ
れ
る
の
は
老
母
と
し
て
い
る
点
、
な
ど
が
「
十
訓
抄
]

『
古
今
著
聞
集
』
と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
養
老
説
話
は
「
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
以
外

に
も
数
多
く
筆
録
さ
れ
て
お
り
、
『
十
訓
抄
』
「
古
今
著
聞
集
』
と
は
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別
系
の
養
老
説
話
も
数
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
〈
養
老
〉
の
典
拠
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
、
そ
の
時
代
を
雄
略
天
皇
の
時
代

と
し
て
、
養
老
の
滝
へ
は
勅
使
が
下
向
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
7
の

「
養
老
寺
縁
起
』
で
あ
ろ
う
。
《
養
老
》
と
「
養
老
寺
縁
起
j

と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
近
世
の
「
謡

曲
拾
葉
抄
』
や
明
治
末
年
の
「
能
楽
』
所
掲
の
論
考
、
近
く
は
鳥
居

明
雄
•
佐
藤
健
一
郎
両
氏
の
「
「
養
老
」
と
そ
の
周
辺
（
一
）
i

（
三
）
」

（
『
宝
生
」
昭
和
52
年
1
月
i
3
月
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
注
目
す
べ
き

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
縁
起
は
文
献
的
に
は
近
世
初
期

を
遡
ら
ず
、
た
ぶ
ん
《
養
老
》
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
い
う
判
断

か
ら
で
あ
ろ
う
、
〈
養
老
〉
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
養
老
寺
縁
起
」
は
、
後
述
の

よ
う
に
右
に
指
摘
し
た
類
似
点
以
外
に
も
《
養
老
〉
と
重
な
る
点
が

少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
縁
起
は
〈
養
老
》
の

典
拠
と
い
う
視
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
に
値
す
る
資
料
で

あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
《
養
老
》
の
典
拠
と
し
て
の
「
養
老
寺
縁
起
」

一
口
に
「
養
老
寺
縁
起
j

と
い
っ
て
も
、
現
存
す
る
そ
れ
は
一
っ

で
は
な
い
。
鳥
居
•
佐
藤
両
氏
の
論
考
で
は
、
寛
延
二
年
（
一
七
四

九
）
の
刊
記
が
あ
る
「
養
老
寺
来
由
縁
起
略
j

と
元
禄
十
六
年
の
年

記
を
有
す
る
写
本
『
養
老
縁
起
』
と
そ
の
同
種
本
（
二
本
）
の
存
在

が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
調
査
し
え
た
の
は
以
下
の
三
種
で

あ
る
。

A
大
正
十
四
年
刊
「
養
老
郡
志
j

所
収
の
『
養
老
寺
縁
起
j

（
末
尾
に
養
老
五
年
七
月
朔
日
の
年
記
が
あ
る
）

B
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
奥
付
の
略
縁
起
「
養
老
寺
来
由
縁

起
略
j

c
文
化
十
三
年
(
-
八
一
六
）
序
の
「
美
濃
雑
事
記
j

所
収
の

「
養
老
寺
縁
起
j

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
説
明
を
加
え
て
お
く
と
、

A
は
大

正
十
四
年
の
「
養
老
郡
志
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
三
種
の

う
ち
で
は
も
っ
と
も
時
代
が
く
だ
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
後
述
の
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
も
っ
と
も
古
態
と
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
鳥
居
•
佐
藤
両
氏
の
論
考
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
養

老
縁
起
』
と
そ
の
同
種
本
は
、
こ
の
A
と
同
一
ら
し
い
。

B
は
養
老

寺
で
刊
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
略
縁
起
で
あ
る
が
、
筆
者
は
略
縁

起
そ
の
も
の
は
未
見
で
、
本
稿
で
は
梁
瀬
一
雄
氏
が
ご
架
蔵
の
略
縁

起
（
写
本
）
を
も
と
に
「
碧
沖
洞
叢
書
』
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
に
拠

っ
て
い
る
。
ま
た
、
C
を
収
め
る
「
美
濃
雑
事
記
』
は
犬
山
藩
士
水

野
某
の
編
に
か
か
る
も
の
で
、
水
野
が
養
老
の
滝
見
物
に
赴
い
た
さ

い
に
、
養
老
寺
の
住
持
か
ら
滝
の
由
来
を
聞
い
て
筆
録
し
た
も
の
で

6
 



あ
り
、
末
尾
に
、
「
彼
地
元
正
院
養
老
精
舎
の
現
住
に
旧
記
を
聞
侍
り
、

禿
箪
に
記
録
し
帰
る
も
の
な
ら
し
」
と
あ
る
。
養
老
寺
住
持
の
由
来

談
は
B
の
略
縁
起
と
同
じ
だ
っ
た
よ
う
で
、

B
と
C
は
ほ
ぽ
同
じ
内

容
で
、
文
章
も
近
い
。

B
C
間
の
ち
が
い
は
、
す
べ
て
C
が
聞
き
書

き
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
養
老
寺
縁
起
』
は
結
局
は
A
系
と

B
系
の
二
種
に
な
る
。
そ
こ
で
、
い
さ
さ
か
長
大
に
わ
た
る
が
、
そ

の
う
ち
の
古
態
と
考
え
ら
れ
る
A
を
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。
全
体
は

三
つ
の
内
容
か
ら
な
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
冒
頭
に
①
ー
③

の
数
字
を
付
し
た
。
表
記
は
句
読
点
を
す
こ
し
改
め
、
会
話
部
分
に

カ
ッ
コ
を
付
し
た
ほ
か
は
『
養
老
郡
志
」
の
翻
刻
ど
お
り
で
あ
る
。

①
抑
此
養
老
ノ
瀧
卜
申
事
、
昔
此
所
二
源
丞
内
卜
申
者
也
シ
也
。

彼
者
六
十
二
余
ル
母
一
人
持
。
酒
ヲ
好
ミ
シ
カ
ド
モ
、
其
身
貧

ニ
シ
テ
、
朝
タ
ノ
営
僅
也
。
雖
然
、
親
二
孝
行
ナ
ル
コ
ト
世
ニ

勝
レ
タ
リ
。
或
時
、
所
ノ
役
二
随
テ
在
京
ノ
事
有
ケ
リ
。
一
人

ノ
母
ヲ
捨
テ
登
ラ
ン
コ
ト
悲
ミ
テ
モ
猶
余
リ
ア
リ
。
跡
二
誰
ア

リ
テ
母
ヲ
養
育
シ
孝
行
ノ
忠
勤
ヲ
ツ
ク
シ
、
朝
暮
、
母
二
見
工

ン
ヤ
。
涙
ヲ
流
シ
、
母
諸
共
二
他
国
ヘ
モ
隠
レ
ナ
ン
ト
歎
キ
ケ

レ
バ
、
母
熟
々
卜
案
テ
、
「
仮
シ
此
所
ヲ
去
、
イ
ッ
ク
ヘ
行
バ

安
カ
ル
ベ
キ
。
又
ハ
露
ノ
間
モ
誰
ヲ
頼
、
廠
立
寄
ル
ヘ
キ
木
蔭

モ
ナ
シ
。
何
ゾ
王
土
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
キ
ナ
レ
バ
、
身
ヲ
カ
ク
ス

ベ
キ
山
野
モ
ナ
シ
。
不
及
力
次
第
ナ
リ
。
只
役
ヲ
勤
、
頓
テ
帰

来
ナ
ン
」
卜
云
ケ
レ
バ
、
為
左
社
右
卜
思
ヒ
ケ
レ
ド
モ
、
有
繋

二
身
ヲ
モ
棄
カ
ネ
テ
、
母
ノ
仰
二
任
セ
テ
妻
女
ヲ
近
付
、
「
老

母
ヲ
能
助
候
へ
」
卜
袖
シ
ホ
ル
計
二
契
約
シ
、
在
京
シ
テ
ケ
リ
。

倫
間
ト
ハ
思
ヒ
シ
カ
ド
モ
、
公
命
二
依
テ
三
年
ノ
日
数
ヲ
送
リ

ケ
リ
。
源
丞
内
力
女
房
、
夫
ノ
云
二
不
違
、
源
丞
内
二
越
テ
孝

ヲ
尽
シ
、
夜
ハ
寝
床
ヲ
温
テ
臥
サ
セ
、
朝
ニ
ハ
沢
辺
二
出
デ
根

芹
ヲ
摘
ミ
、
タ
ニ
ハ
山
野
二
入
テ
爪
木
ヲ
取
テ
他
近
キ
市
二
出
、

里
二
入
テ
代
二
替
育
シ
カ
ド
モ
、
露
雪
霜
来
テ
秋
ノ
草
木
枯
々

二
、
玄
冬
ノ
カ
ゼ
寒
ク
、
雪
降
積
テ
薪
道
絶
果
テ
、
漸
事
尽
ナ

ン
ト
シ
ケ
ル
ニ
、
吾
黒
髪
ヲ
抜
テ
酒
二
替
テ
老
母
二
与
ヘ
ケ
リ
。

蕨
親
二
孝
行
ナ
ル
者
、
天
之
感
応
有
事
、
漢
土
日
域
不
始
子
今

事
共
也
。
或
夜
、
一
人
ノ
老
翁
来
テ
彼
女
房
二
告
テ
云
。
「
此

山
ノ
奥
ニ
―
ノ
沢
有
。
一
ノ
泉
ア
リ
。
是
汝
ガ
老
母
二
可
与
仙

湯
也
。
此
瀧
二
浴
シ
此
泉
ノ
水
ヲ
呑
ミ
、
齢
若
ニ
カ
ヘ
リ
望
ヲ

達
、
富
貴
ノ
家
卜
成
テ
、
命
千
歳
ヲ
可
保
」
卜
霊
夢
ヲ
蒙
リ
シ

カ
ト
モ
、
夢
幻
ノ
化
ナ
ル
習
卜
思
テ
打
過
ケ
ル
。
或
時
、
薪
ヲ

取
テ
市
二
出
、
酒
二
替
テ
母
二
可
与
卜
思
ヒ
、
山
深
ク
分
入
リ

ケ
ル
ニ
、
音
モ
冷
シ
キ
瀑
ノ
有
ケ
リ
。
立
寄
浴
シ
暑
ヲ
凌
、
柴

ヲ
負
テ
立
カ
ヘ
リ
シ
ニ
、
瞼
山
ノ
九
折
二
巖
テ
、
ト
ア
ル
傍
ニ

休
テ
巌
ノ
下
ヨ
リ
流
出
ル
清
水
ノ
有
ケ
ル
ヲ
、
当
座
ノ
苦
ヲ
ヤ

メ
ン
ト
思
、
手
ッ
カ
ラ
汲
テ
ノ
ミ
シ
カ
バ
、
其
味
言
語
道
断
二

シ
テ
サ
ナ
ガ
ラ
心
モ
澄
ミ
ワ
タ
ル
計
也
。
借
々
加
様
ノ
快
キ
水
、
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係
所
二
有
物
カ
ナ
ト
思
ヒ
、
立
徘
徊
シ
ニ
、
彼
霊
夢
奇
瑞
是
ナ

ル
ベ
シ
ト
思
当
テ
、
箪
二
入
テ
取
テ
家
路
二
帰
リ
、
老
母
二
向

テ
、
「
酒
ヲ
コ
ソ
求
メ
出
タ
レ
」
ト
テ
進
メ
ケ
レ
バ
、
母
之
ヲ

呑
テ
云
、
「
気
味
甘
露
ノ
ゴ
ト
シ
。
是
程
ノ
快
酒
、
今
迄
ノ
マ

ザ
リ
ケ
リ
」
卜
悦
ケ
レ
バ
、
婦
、
「
扱
々
難
有
御
事
カ
ナ
」
ト

天
二
仰
、
地
二
臥
テ
喜
悦
之
眉
ヲ
開
キ
、
日
々
夜
々
二
汲
テ
母

二
与
へ
、
我
モ
呑
ミ
ケ
リ
。
無
程
身
潤
、
膚
美
成
テ
、
形
若
二

カ
ヘ
リ
、
子
斯
亮
処
、
源
丞
内
、
三
年
ノ
役
ヲ
勤
テ
故
郷
へ
帰
、

私
宅
二
指
入
テ
伺
見
ル
ニ
、
有
シ
人
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
容
顔
美
麗

ニ
シ
テ
、
心
モ
言
葉
モ
ヲ
ヨ
ハ
サ
ル
女
房
二
人
ノ
有
ケ
リ
。
一

人
ハ
三
十
斗
ナ
ル
女
ノ

□物
云
居
タ
リ
。
倍
ハ
門
違
ヒ
ヌ
ル
哉

覧
卜
思
、
立
還
ラ
ン
ト
シ
ケ
レ
バ
、
二
人
ノ
女
房
ハ
見
可
忘
二

ア
ラ
ズ
、
走
出
テ
源
丞
内
卜
云
テ
袂
二
鎚
付
ケ
レ
共
、
源
丞
内

ハ
、
「
若
仙
境
ニ
テ
ヤ
有
ン
」
卜
思
ヒ
、
フ
リ
切
、
出
ン
ト
シ

ケ
ル
ヲ
、
引
留
メ
、
爾
々
ノ
事
卜
語
ケ
レ
バ
、
「
扱
ハ
疑
ナ
キ

母
ナ
リ
」
ト
テ
、
互
二
手
ヲ
取
テ
愛
シ
、
昔
過
シ
事
共
語
続
、

悦
ノ
ナ
ミ
ダ
ヲ
流
シ
ケ
リ
。
諸
共
二
彼
瀧
水
ヲ
汲
テ
浴
シ
、
彼

泉
ノ
水
ヲ
服
シ
、
齢
久
保
テ
、
仙
家
二
及
シ
ト
也
。
是
偏
二
親

二
孝
行
之
験
、
難
有
様
也
。
老
人
若
ニ
カ
ヘ
ル
ト
云
フ
、
親
ヲ

養
卜
云
フ
ヲ
以
テ
、
此
所
ヲ
養
老
卜
名
付
也
。
此
事
天
下
二
隠

ナ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
雄
略
天
皇
聞
召
、
則
勅
使
ヲ
御
立
有
テ
、
ニ

人
之
親
子
ノ
者
召
出
、
事
之
子
細
ヲ
御
尋
有
テ
、
勅
使
瀧
元
二

詣
給
ケ
リ
。
誠
此
瀧
数
千
丈
ヨ
リ
落
テ
、
糸
ヲ
乱
サ
ズ
。
其
水

上
雲
井
ニ
モ
続
キ
、
九
天
ヨ
リ
落
カ
ト
疑
ハ
ル
。
山
深
シ
テ
其

奥
ヲ
不
知
。
巌
従
テ
物
ス
ゴ
ク
、
峰
高
梢
重
而
夕
日
不
地
漏
、

人
倫
遠
シ
テ
、
シ
カ
モ
其
景
気
言
二
難
述
。
唐
土
ハ
不
知
、
日

本
ニ
ハ
又
類
モ
ア
ラ
ジ
ト
感
ジ
、
其
ヨ
リ
彼
泉
水
二
行
テ
見
ル

二
、
実
二
前
ニ
ハ
蓬
莱
島
共
可
謂
。
有
所
二
巌
ノ
下
ヨ
リ
涌
出

ル
水
ノ
冽
リ
、
彰
祖
ガ
タ
メ
シ
思
召
出
テ
、
則
菊
水
卜
名
付
給

ヒ
ヌ
。
勅
使
還
奏
帝
、
上
有
叡
感
。
年
々
ノ
若
水
ニ
モ
備
申
也
。

②
又
、
其
後
、
累
年
移
替
テ
事
旧
、
彼
源
丞
内
力
子
孫
ノ
有
シ

カ
、
世
二
聞
タ
ル
親
二
孝
行
ニ
シ
テ
、
正
直
第
一
ノ
者
也
。
或

夜
、
夢
共
ナ
ク
現
共
ナ
ク
、
七
十
二
及
カ
ト
覚
シ
キ
老
翁
、
鳩

ノ
杖
ヲ
把
、
「
汝
シ
レ
リ
ヤ
、
心
正
直
ナ
ル
故
二
神
威
ア
リ
。

此
大
木
之
上
二
鳥
ノ
巣
有
。
其
中
二
汝
二
可
与
宝
有
也
。
吾
ハ

是
、
白
山
権
現
也
」
卜
宣
テ
夢
覚
ヌ
。
サ
テ
イ
カ
ナ
ル
御
誌
ソ

卜
思
ヒ
、
夜
明
テ
彼
木
二
上
見
レ
バ
、
一
ノ
鷲
ノ
巣
有
。
其
中

二
十
ニ
ノ
卵
ア
リ
。
是
哉
覧
卜
思
取
テ
帰
ケ
リ
。
其
後
、
北
ヨ

リ
鷲
来
テ
、
彼
巣
ニ
ト
マ
リ
、
北
ヲ
指
テ
飛
行
ケ
リ
。
不
審
ヲ

ナ
シ
、
跡
ヲ
シ
タ
ヒ
行
ケ
レ
バ
、
赤
坂
ノ
大
岩
二
留
リ
、
其
ヨ

リ
文
珠
卜
云
フ
所
二
至
リ
ヌ
。
其
時
吾
ハ
則
白
山
権
現
ノ
御
使

ナ
リ
ト
云
テ
雲
路
ヲ
サ
シ
テ
飛
去
レ
リ
。
奇
異
ノ
思
ヲ
ナ
シ
テ
、

白
山
へ
詣
ケ
ル
ニ
、
夢
中
二
見
シ
翁
、
忽
然
ト
シ
テ
現
レ
給
ヒ
、

「
吾
今
ヨ
リ
シ
テ
養
老
二
跡
ヲ
垂
ベ
キ
也
。
此
山
へ
詣
来
卜
思
、
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輩
彼
所
へ
可
参
詣
」
卜
示
現
有
テ
、
昇
消
様
二
失
ニ
ケ
リ
。
難

有
カ
リ
シ
奇
特
也
。
漸
有
テ
立
カ
ヘ
リ
、
彼
卵
ヲ
見
ケ
ル
ニ
、

金
銀
ノ
宝
珠
卜
成
テ
、
ト
レ
共

l
¥、
更
ニ
ッ
キ
ズ
。
係
天
ノ

ア
タ
ヘ
ヲ
諏
私
用
二
遣
捨
事
、
其
恐
有
ヘ
シ
ト
テ
、
此
所
ニ
―

宇
ノ
寺
ヲ
建
立
シ
テ
、
此
事
天
奏
ナ
ク
テ
ハ
如
何
有
ベ
キ
ト
テ

奏
聞
セ
シ
カ
バ
、
正
元
天
皇
聞
召
、
「
誠
目
出
度
様
ナ
リ
ト
テ
、

任
先
例
、
勅
使
ヲ
御
立
有
而
、
寺
ヲ
養
老
寺
、
則
年
号
ヲ
モ
改

テ
、
養
老
元
年
卜
申
也
。

③
又
、
此
所
ヲ
鷲
卜
云
、
群
ヲ
本
巣
卜
云
モ
、
右
之
鷲
ノ
奇
瑞

故
ナ
リ
。
本
巣
郡
卜
養
老
卜
遥
隔
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
彼
鷲
、
此

所
へ
飛
来
テ
、
又
本
巣
へ
立
カ
ヘ
ル
。
其
鷲
ノ
飛
行
翅
ノ
跡
ヲ

本
巣
ノ
郡
卜
名
付
シ
故
、
此
所
、
則
本
巣
郡
卜
定
也
。
サ
レ
バ
、

此
瀑
二
詣
、
此
水
ヲ
浴
者
、
洗
人
間
五
濁
、
除
筋
血
之
痛
、
此

菊
水
ヲ
服
者
、
消
自
己
三
毒
、
諸
病
愈
シ
齢
若
カ
ヘ
リ
、
富
貴

ノ
家
卜
可
成
也
。
奇
特
今
二
有
ト
カ
ヤ
。
其
齢
二
依
テ
、
昔
ヨ

リ
此
瀧
之
水
、
近
流
留
テ
其
川
下
ナ
シ
。
又
、
菊
水
ノ
末
高
キ

方
へ
流
行
事
、
末
世
二
至
迄
、
是
奇
特
第
一
也
。
自
爾
以
来
、

里
ニ
ハ
白
山
権
現
奉
祝
、
社
建
、
瀧
元
ハ
為
現
世
安
穏
、
為
寿

域
福
栄
、
不
動
明
王
奉
勧
請
也
。
去
ハ
此
不
動
明
王
ハ
生
津
卜

云
所
ヨ
リ
鰊
乗
シ
テ
、
有
来
現
、
瀧
守
給
也
。
依
其
故
、
鰊
服

此
瀧
詣
人
、
其
罰
新
也
。
寺
ニ
ハ
諸
願
成
就
、
抜
苦
与
楽
、
大

慈
大
悲
之
観
世
音
ヲ
安
置
シ
テ
今
二
利
生
有
ト
カ
ヤ
。
一
度
、

此
瀧
二
詣
、
此
菊
水
ヲ
服
、
此
寺
二
参
詣
ノ
輩
者
、
今
生
ニ
テ

ハ
、
無
比
安
楽
ノ
身
成
、
来
生
ニ
テ
ハ
安
養
浄
土
へ
迎
取
給
ヘ

キ
ト
ノ
御
誓
也
。
白
山
権
現
同
一
鉢
之
観
世
音
是
也
。
伯
、
養

老
之
縁
起
如
件
。

養
老
五
暦
辛
酉
七
月
朔
日

以
上
が
私
に
A
系
と
し
た
「
養
老
郡
志
』
所
載
の
「
養
老
寺
縁
起
j

の
全
体
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
各
段
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
①

で
は
雄
略
天
皇
の
時
代
の
孝
子
諏
（
孝
子
源
丞
内
の
物
語
）
が
記
さ
れ
、

②
で
は
源
丞
内
の
子
孫
の
時
代
に
お
け
る
で
き
ご
と
（
白
山
権
現
の

示
現
・
元
正
天
皇
の
養
老
の
滝
行
幸
・
養
老
寺
の
創
建
・
養
老
へ
の
改
元
）

が
記
さ
れ
、
③
で
は
養
老
寺
の
由
来
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
こ
と
が

ら
（
養
老
寺
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
す
る
理
由
•
本
尊
た
る
不
動
明
王
と
十

一
面
観
音
の
由
来
・
養
老
寺
一
帯
に
白
山
権
現
を
祀
る
こ
と
）
が
説
か
れ

て
い
る
。
『
十
訓
抄
j

「
古
今
著
聞
集
』
の
養
老
説
話
は
、
こ
の
①
と

②
を
あ
わ
せ
た
形
に
な
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
白
山
権
現
の
示
現
の

こ
と
は
『
十
訓
抄
j

『
古
今
著
聞
集
』
に
は
み
え
な
い
）
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
A
系
の
『
養
老
寺
縁
起
』
を
B

系
の
縁
起
よ
り
古
態
だ
と
考
え
る
理
由
は
、

B
系
の
縁
起
に
お
い
て

は
、
右
の
②
と
③
の
あ
い
だ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
置
か
れ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
記
事
を
B
の
『
養
老
寺
来
由
縁
起

略
」
に
よ
っ
て
か
か
げ
る
。

夫
よ
り
度
々
の
兵
乱
、
当
院
の
盛
衰
、
更
定
な
ら
す
。
星
霜
九

，
 



百
年
に
及
び
、
寺
院
坊
舎
漸
絶
な
ん
と
す
。
然
る
に
、
慶
長
の

頃
、
当
国
高
須
の
城
主
三
品
徳
永
法
印
寿
昌
、
又
霊
夢
を
感
見

せ
る
事
あ
り
。
或
時
、
か
り
初
に
此
旧
跡
に
来
り
て
、
瀧
の
元

菊
水
の
辺
、
具
に
巡
見
せ
る
に
、
勝
景
絶
妙
な
る
事
、
彼
瑞
夢

に
符
合
す
。
故
に
帰
合
ま
す
（
深
く
、
か
：
Q

霊
場
永
く
断

絶
せ
ん
事
、
歎
に
も
余
有
。
一
ッ
ハ
天
下
長
久
の
為
、
一
ツ
ハ

万
民
安
全
の
為
と
丹
志
を
運
び
、
慶
長
十
二
年
丁
未
の
秋
、
殿

堂
坊
舎
再
建
の
営
造
悉
く
成
就
せ
り
。
此
時
、
寺
前
に
一
株
の

松
を
バ
植
置
る
。
今
の
徳
永
松
是
也
。
又
、
天
正
年
中
、
関
白

秀
吉
公
、
諸
家
の
知
識
及
び
紹
巴
法
橋
な
ん
ど
に
仰
ら
れ
て
、

謡
百
番
の
註
釈
を
作
ら
し
む
。
其
中
、
養
老
の
註
釈
本
一
冊
を

徳
永
法
印
申
請
て
、
寺
領
と
共
に
当
寺
に
寄
附
せ
り
。
今
に
是

を
伝
持
す
。

な
が
ま
さ

こ
こ
に
は
慶
長
年
間
の
徳
永
寿
昌
に
よ
る
堂
舎
の
再
興
と
、
徳
永

に
よ
る
「
謡
之
抄
j

の
〈
養
老
〉
の
部
分
の
奉
納
、
お
よ
び
領
地
の

寄
進
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
永
寿
昌
は
豊
臣
秀
吉
や
豊
臣
秀

次
に
仕
え
た
の
ち
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
に
仕
え
た
武
将
で
、
美
濃
高

須
城
主
と
し
て
、
慶
長
十
七
年
(
-
六
―
二
）
に
行
年
六
十
四
歳
で

没
し
た
武
将
で
あ
る
。
高
須
城
主
時
代
の
徳
永
の
家
禄
は
五
万
六
百

石
余
り
で
、
養
老
寺
は
そ
の
領
内
の
古
刹
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
事
実
と
認
め
て
よ
い
よ
う
で
、
現
在

の
養
老
寺
の
本
堂
は
徳
永
寿
昌
の
再
建
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
同

寺
に
は
、
「
養
老
之
注
」
と
題
さ
れ
た
《
養
老
》
の
注
釈
（
一
巻
）

も
伝
存
し
て
い
る
。
こ
の
「
養
老
之
注
」
は
、
豊
臣
秀
次
に
よ
っ
て

編
纂
が
進
め
ら
れ
、
秀
次
の
死
に
よ
っ
て
完
成
直
前
に
散
逸
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
「
謡
之
抄
』
ー
秀
次
本
『
謡
抄
』
ー
の
お
も
か

げ
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿

を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

要
す
る
に
、
養
老
寺
縁
起
の
B
系
に
は
、

A
系
に
は
な
い
こ
の
よ

う
な
歴
史
的
な
記
事
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た

よ
う
に
、
①
②
③
の
三
つ
の
段
落
か
ら
な
る
A
系
の
「
養
老
郡
志
』

所
収
の
『
養
老
寺
縁
起
』
が
雄
略
天
皇
か
ら
元
正
天
皇
の
時
代
に
お

け
る
奇
瑞
を
説
い
て
、
縁
起
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
の

に
た
い
し
て
（
末
尾
に
養
老
五
年
の
年
記
が
あ
る
）
、

B
系
の
縁
起
は
②

と
③
の
あ
い
だ
に
こ
の
慶
長
期
の
歴
史
的
な
記
事
が
あ
り
、
そ
の
あ

と
に
養
老
寺
の
由
来
に
か
か
わ
る
根
本
的
な
こ
と
が
ら
（
さ
き
の
③
）

が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

B
系
の
縁
起
が
縁

起
と
し
て
の
一
貫
性
を
著
し
く
欠
く
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
徳
永
寿
昌
の
再
建
記
事
は
は
じ
め
か
ら
縁
起
に
ふ
く

ま
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
後
代
の
補
入
と
し
て
誤
り
は

な
い
と
思
う
が
、
こ
れ
が
A
系
を
古
態
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
世
阿
弥
作
の
《
養
老
》
と
『
養
老
寺
縁
起
』
と
の
関

係
を
考
え
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
A
系
の
縁
起
の
成
立
を

い
つ
ご
ろ
と
み
る
か
が
お
お
き
な
問
題
と
な
る
。
現
時
点
で
そ
れ
を
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明
確
に
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
、
鳥
居
•
佐
藤
両
氏
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
『
養
老
縁
起
』
に
は
元
禄
十
六
年
の
年
記
が
あ
る
よ
し
で

あ
り
、
そ
の
下
限
は
慶
長
期
の
徳
永
寿
昌
の
再
建
よ
り
前
で
あ
る
こ

と
は
、
ま
ず
確
実
で
あ
ろ
う
。
養
老
寺
は
も
と
法
相
宗
で
、
平
安
時

代
に
天
台
宗
に
変
わ
り
、
慶
長
年
間
に
現
在
の
浄
土
真
宗
（
大
谷
派
）

に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
「
養
老
寺
縁
起
j

に
は

(
A
系．

B
系
と
も
）

浄
土
真
宗
と
の
か
か
わ
り
が
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、

そ
の
支
証
と
な
ろ
う
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
資
料
不
足
で
な
ん
と
も

い
え
な
い
が
、
室
町
後
期
の
「
法
華
経
鷲
林
拾
葉
紗
』
や
「
法
華
経

直
談
紗
」
に
み
え
る
養
老
説
話
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
勅
使
が
下
向

す
る
形
で
あ
る
こ
と
、
孝
子
に
養
わ
れ
る
の
が
老
母
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
が
「
養
老
寺
縁
起
』
の
設
定
と
か
さ
な
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
諸
点
を
『
養
老
寺
縁
起
』
の
投
影
と
み
な
し
て
、

A
系
の
『
養
老
寺
縁
起
』
の
成
立
を
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
紗
』
成
立

の
永
正
(
-
五
0
四
＼
）
以
前
と
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
「
養
老
寺
縁
起
j

は
成

立
時
期
と
い
う
点
に
お
い
て
、
い
ち
お
う
世
阿
弥
作
の
《
養
老
》
の

典
拠
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
A
系
の

『
養
老
寺
縁
起
』
そ
の
も
の
が
縁
起
の
原
初
形
態
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
も
あ
る
の
で
あ
る
が
I

現
存
の
A
系
の
縁
起
以
前
の
形
態
も

想
定
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
—
|
、
い
ま
は
古
態
と
考
え
ら
れ
る

【

1
、
《
養
老
》
と
「
養
老
寺
縁
起
J

に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
】

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
に

A
系
の
『
養
老
寺
縁
起
』

考
え
て
お
き
た
い
。

な
お
、

B
系
の
「
養
老
寺
縁
起
』
の
成
立
は
、
「
養
老
寺
来
由
縁

起
略
」
の
奥
付
年
記
に
よ
っ
て
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
以
前
で

あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
が
（
上
限
は
も
ち
ろ
ん
慶
長
期
の
徳
永
の
再
興

以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
あ
る
い
は
こ
の
と
き
が
B
系
の
縁
起
の

制
作
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。世

阿
弥
作
の
《
養
老
》
と
『
養
老
寺
縁
起
』

こ
こ
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
世
阿
弥
作
の
《
養
老
》
と
「
養
老
寺

縁
起
』
と
の
関
係
を
、
《
養
老
》
の
典
拠
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し

て
み
る
段
階
に
た
ち
い
た
っ
た
。
両
者
の
設
定
に
か
さ
な
る
も
の
が

あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
も
ふ
く
め
て
、
両
者
の
関
係
を
総
合
的
に
検
討

し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
文
献
的
に
は
せ
い
ぜ
い
室
町
後

期
こ
ろ
ま
で
し
か
さ
か
の
ぽ
り
え
な
い
『
養
老
寺
縁
起
]
と
世
阿
弥

作
の
《
養
老
》
と
の
関
係
を
、
そ
の
内
容
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
す

る
こ
と
で
も
あ
る
。
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さ
き
に
紹
介
し
た
「
養
老
寺
縁
起
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
《
養
老
》

の
典
拠
研
究
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
存
在
は
早
く
か
ら
留
意
さ
れ
て
は
い
た
。
た
と
え
ば
、

寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
序
の
『
謡
曲
拾
葉
抄
』
に
お
い
て
は
、
『
続

日
本
紀
」
や
「
寝
覚
記
』
と
と
も
に
、
「
私
云
、
養
老
の
瀧
は
垂
井

よ
り
二
里
南
な
り
。
垂
井
よ
り
伊
勢
の
桑
名
へ
行
道
の
西
な
る
山
の

麓
也
。
瀧
の
辺
に
山
神
の
社
あ
り
。
か
の
木
こ
り
の
翁
を
祭
る
也
。

又
寺
あ
り
。
名
養
老
寺
。
本
尊
は
観
音
也
。
当
寺
の
縁
起
に
具
に
記

せ
り
。
略
之
」
と
あ
っ
て
、
縁
起
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。
同
書

で
は
ま
た
、
《
養
老
》
の
後
ジ
テ
が
山
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
も
『
養
老
寺
縁
起
』
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
個
々
の
詞
旬
に
つ
い
て
の
注
に
と
ど
ま
っ
て
い

て
、
「
養
老
寺
縁
起
」
を
《
養
老
〉
の
典
拠
と
ま
で
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
初
年
の
刊
行
に
な
る
『
謡
曲
大

観
』
で
は
、
ワ
キ
の
名
ノ
リ
に
あ
る
「
雄
略
天
皇
」
に
つ
い
て
、
そ

の
頭
注
で
、

第
二
十
一
代
の
天
皇
。
但
し
養
老
の
年
号
は
第
四
十
四
代
元
正
天

皇
の
御
宇
で
雄
略
帝
と
関
係
は
な
い
。
養
老
寺
縁
起
に
は
雄
略
帝

の
御
宇
と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
謡
曲
以
後
の
作
で
あ
ら
う
。

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
養
老
寺
縁
起
j

に
留
意
し
つ
つ
も
、

そ
れ
は
《
養
老
》
以
後
の
成
立
と
し
て
い
る
。
明
言
さ
れ
て
い
な
い

が
、
《
養
老
》
と
『
養
老
寺
縁
起
』
と
で
雄
略
天
皇
と
い
う
時
代
設

定
が
一
致
す
る
の
は
、
〈
養
老
》
か
ら
の
影
響
と
い
う
理
解
な
の
で

あ
ろ
う
。
「
養
老
寺
縁
起
』
へ
の
言
及
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

昭
和
三
十
五
年
の
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
で
は
、
や
は
り

ワ
キ
の
「
雄
略
天
皇
」
の
頭
注
に
、

二
十
一
代
の
天
皇
。
養
老
伝
説
は
続
日
本
紀
の
四
十
四
代
元
正

天
皇
の
詔
に
始
ま
る
が
、
養
老
寺
縁
起
も
本
曲
と
同
じ
く
雄
略

天
皇
と
す
る
。

と
あ
る
（
頭
注
は
表
章
氏
の
担
当
）
。
こ
こ
で
は
《
養
老
》
の
時
代
設

定
が
「
養
老
寺
縁
起
』
と
一
致
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
上
、
《
養
老
》
と
「
養
老
寺
縁
起
』
と
の
関
係
に
は
言
及
し

て
い
な
い
。
同
『
謡
曲
集
』
の
解
説
の
「
素
材
」
の
項
に
は
「
十
訓

抄
・
古
今
著
聞
集
等
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
解
説
は
横
道
萬
里
雄
氏

の
担
当
）
、
同
書
全
体
と
し
て
は
、
《
養
老
》
の
典
拠
は
「
十
訓
抄
j

『
古
今
著
聞
集
』
と
み
な
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
な

お
、
《
養
老
》
を
収
め
る
近
年
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百

番
』
で
は
、
「
十
訓
抄
、
古
今
著
聞
集
な
ど
に
見
え
る
養
老
の
霊
泉

湧
出
伝
説
と
、
和
漢
朗
詠
集
、
太
平
記
な
ど
に
見
え
る
仙
家
の
霊
水

（
彰
祖
伝
説
・
慈
童
説
話
な
ど
）
と
酒
徳
に
関
す
る
詩
歌
故
事
と
を
重

合
し
」
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
「
養
老
寺
縁
起
』
に
つ
い
て
は
ふ

れ
て
い
な
い
。

以
上
は
い
ず
れ
も
謡
曲
（
能
の
詞
章
）
の
注
釈
書
の
例
で
あ
る
が
、

総
じ
て
、
注
釈
に
お
い
て
は
『
養
老
寺
縁
起
』
は
《
養
老
》
の
典
拠
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と
し
て
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
《
養
老
》
の
典
拠
研
究
の
大
勢
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
た
い
し
て
注
釈
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
《
養
老
》
の
典
拠
と
し
て

『
養
老
寺
縁
起
』
に
注
目
し
た
指
摘
も
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
『
能
楽
』
明
治
一
一
一
十
九
年
一
月
号
の
森
治
蔵
氏
「
養

老
の
伝
説
」
で
は
、
典
拠
と
さ
れ
る
『
十
訓
抄
』
『
古
今
著
聞
集
』

の
説
話
と
の
ち
が
い
の
う
ち
、
と
く
に
《
養
老
》
が
そ
の
時
代
を
雄

略
天
皇
の
時
代
と
し
て
い
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
時
代
設
定
が

『
養
老
寺
縁
起
j

と
一
致
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
か
、
る
縁
起
あ

る
以
上
は
、
こ
の
説
も
単
に
謡
曲
作
者
の
捏
造
と
の
み
断
言
す
る
わ

け
に
は
行
く
ま
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
一
見
、
後
代

の
伝
承
を
無
批
判
に
〈
養
老
》
の
典
拠
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
森
氏
の
論
は
、
《
養
老
》
の
後
ジ
テ
（
山

神
11

揚
柳
観
音
）
が
養
老
寺
の
本
尊
（
観
音
）
と
か
さ
な
る
こ
と
を
も

ふ
ま
え
た
も
の
で
、
そ
の
点
も
あ
わ
せ
、
十
分
顧
み
ら
れ
て
よ
い
指

摘
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
《
養
老
》
の
後
ジ
テ
と
養
老
寺
の
本
尊
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
）
。

ま
た
、
『
能
楽
』
の
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
垣
在
住
の
伊

藤
金
鈴
氏
の
「
養
老
の
雑
事
」
で
は
、
《
養
老
》
の
ワ
キ
の
文
句
に
、

「
さ
て
も
濃
州
本
巣
の
郡
に
」
と
あ
っ
て
、
多
者
郡
に
あ
る
養
老
の

滝
が
本
巣
郡
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
《
養

老
》
に
お
け
る
誤
解
と
す
る
見
方
を
斥
け
、
「
余
が
古
老
に
聞
く
処

に
よ
れ
ば
、
古
昔
、
本
巣
郡
生
津
村
々
内
に
霊
泉
あ
り
て
、
一
夜
の

中
に
此
地
よ
り
養
老
山
中
に
移
現
せ
り
と
伝
ふ
。
今
に
て
も
此
生
津

村
に
元
養
老
と
称
す
る
地
あ
り
て
、
柳
の
大
樹
あ
り
。
又
養
老
寺
に

あ
る
不
動
堂
も
此
地
よ
り
移
せ
し
者
な
る
こ
と
を
参
照
せ
ば
、
生
津

村
と
養
老
と
は
古
昔
よ
り
深
縁
あ
り
し
は
事
実
な
れ
ば
、
謡
曲
に
本

巣
郡
と
あ
り
し
も
全
く
影
形
も
な
き
誤
謬
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と

し
て
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
す
る
《
養
老
》
の
文
句
に

は
し
か
る
べ
き
背
景
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
引
用
に
さ
い

し
て
句
読
点
・
清
濁
を
付
し
た
）
。

こ
こ
で
伊
藤
氏
が
問
題
に
し
て
い
る
《
養
老
》
に
お
け
る
養
老
の

滝
の
所
在
地
は
、
《
養
老
》
の
典
拠
を
考
え
る
場
合
の
お
お
き
な
論

点
の
―
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
で
あ
ら
た
め
て
取

り
上
げ
る
が
、
右
で
伊
藤
氏
が
古
老
の
言
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ

と
は
、
さ
き
の
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
養
老
寺
縁
起
j

に
み

え
る
こ
と
で
あ
り
（
③
が
そ
れ
）
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
に
つ
い
て
の

伊
藤
氏
の
指
摘
は
、
じ
つ
は
『
養
老
寺
縁
起
』
が
《
養
老
》
の
典
拠

で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
鳥
居
明
雄
•
佐
藤
健
一
郎
両
氏
の
「
『
養
老
』
の
周
辺

（一）
1
(
三
）
」
（
『
宝
生
』
昭
和
52
年
1
月
ー
3
月
）
は
、
右
の
森
治
蔵
氏

と
伊
藤
金
鈴
氏
の
論
考
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
《
養
老
》
も
「
養

老
寺
縁
起
』
も
時
代
を
雄
略
天
皇
の
御
代
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

「
養
老
寺
縁
起
j

に
み
え
る
白
山
権
現
と
《
養
老
〉
の
後
ジ
テ
の
山
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《
養
老
》
が
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
す
る
点
に
つ
い
て
】

《
養
老
》
で
は
、
登
場
し
た
ワ
キ
が
、
「
厨
も
静
か
に
楢
の
葉
の
、

風
も
静
か
に
楢
の
葉
の
、
鳴
ら
さ
ぬ
枝
ぞ
の
ど
け
き
」
と
、
泰
平
の

御
代
を
賛
美
す
る
次
第
を
歌
い
、
つ
い
で
、
「
そ
も
そ
も
こ
れ
は
雄

略
天
皇
に
仕
へ
た
て
ま
つ
る
臣
下
な
り
」
と
名
乗
り
、
「
さ
て
も
濃

州
本
巣
の
郡
に
、
不
思
議
な
る
泉
出
で
く
る
よ
し
を
奏
聞
す
、

（

わ

が

君

の

宜

旨

に

は

急

ぎ

・

・

・

）

（

勅

定

）

急
ぎ
見
て
ま
い
れ
と
の
宣
旨
に
ま
か
せ
、
た
だ
今
濃
州
本
巣

の
郡
へ
と
急
ぎ
候
」
と
続
け
る
（
以
下
、
引
用
は
現
行
観
世
流
の
詞
章
。

下
掛
り
詞
章
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
傍
記
し
た
）
。
こ
の
よ
う
に
、

【

2
、

神
と
の
対
応
関
係
な
ど
を
も
っ
て
、
『
養
老
寺
縁
起
』
を
《
養
老
》

の
典
拠
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
は
《
養
老
》
の
後

ジ
テ
が
山
神
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
を
『
養
老
寺
縁
起
』
の
白
山
権

現
に
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
後
ジ
テ
山
神

(11

揚
柳
観

音
）
と
養
老
寺
の
本
尊
と
の
関
係
に
注
目
し
た
森
治
蔵
氏
の
指
摘
と

も
か
さ
な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
《
養
老
》
の
典
拠
と
し
て
の
「
養
老
寺
縁
起
」
に
つ
い
て
、

従
来
の
評
価
を
概
観
し
て
み
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
『
養
老
寺
縁

起
』
を
《
養
老
》
の
典
拠
と
す
る
説
も
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
と
思
う
が
、
以
下
で
は
、
《
養
老
》
の
典
拠
と
い

う
視
点
か
ら
、
《
養
老
》
と
「
養
老
寺
縁
起
』
と
の
関
係
を
具
体
的

に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

《
養
老
》
で
は
、
そ
の
時
代
を
雄
略
天
皇
の
時
代
と
し
、
養
老
の
滝

の
所
在
地
を
本
巣
の
郡
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
時
代
を
雄
略
天

皇
の
時
代
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

『
十
訓
抄
』
以
下
の
養
老
説
話
の
な
か
で
、
同
じ
設
定
を
持
つ
も
の

は
『
養
老
寺
縁
起
」
だ
け
で
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
の
多
く
は
そ
れ

を
《
養
老
》
以
後
の
も
の
と
み
て
、
あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
致
は
《
養
老
》
と
「
養
老
寺
縁
起
」

と
の
全
体
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、
「
養
老
寺
縁
起
』
が
《
養

老
》
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
を
示
す
き
わ
め
て
有
力
な
現
象
と
い
う
こ

と
に
な
る
も
の
と
思
う
。
《
養
老
》
全
体
と
「
養
老
寺
縁
起
j

と
の

関
係
に
つ
い
て
は
後
に
の
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
《
養
老
》
が

滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
『
養

老
寺
縁
起
』
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

養
老
の
滝
の
所
在
地
は
現
在
は
養
老
郡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治

三
十
年
の
郡
域
変
更
以
後
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
多
者
郡
（
多
芸

郡
）
で
あ
っ
た
。
『
続
日
本
紀
』
の
元
正
天
皇
の
詔
で
も
、
養
老
の

滝
の
所
在
地
は
多
著
郡
で
あ
っ
た
(
『
+
訓
抄
j

や
『
古
今
著
聞
集
」
な

ど
他
の
養
老
説
話
で
は
郡
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
。
こ
れ
ら
に
照
ら
す

な
ら
ば
、
《
養
老
》
が
そ
れ
を
本
巣
郡
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
を
作
者
世
阿
弥
の
誤
解
と
み
る
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
現
に
、
「
謡
曲
大
観
」
や
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』

が
そ
う
断
定
し
て
お
り
、
観
世
元
章
の
明
和
改
正
謡
本
の
《
養
老
》
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で
は
、
「
本
巣
の
郡
」
を
「
多
著
の
郡
」
と
改
訂
し
て
も
い
る
。

し
か
る
に
、
き
わ
め
て
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
、
『
養
老
寺
縁
起
』

に
お
い
て
も
、
〈
養
老
》
と
同
じ
く
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣

郡
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
前
掲
の
『
養
老
寺
縁
起
』

の
そ
の
箇
所
を
引
く
と
、

又
、
此
所
ヲ
鷲
卜
云
、
郡
ヲ
本
巣
卜
云
モ
、
右
之
鷲
ノ
奇
瑞
故

ナ
リ
。
本
巣
郡
卜
養
老
卜
遥
隔
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
彼
鷲
、
此
所

へ
飛
行
テ
、
又
本
巣
へ
立
カ
ヘ
ル
、
其
鷲
ノ
飛
行
翅
ノ
跡
ヲ
本

巣
ノ
郡
卜
名
付
シ
故
、
此
所
、
則
本
巣
郡
卜
定
也
。

と
あ
る
（
段
落
③
）
。
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
、
養
老
の
滝
は
本
巣
郡

か
ら
は
る
か
南
東
の
遠
距
離
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
白
山
権

現
の
使
者
た
る
鷲
が
翼
を
休
め
た
地
を
も
本
巣
の
郡
と
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
養
老
の
滝
が
本
巣
郡
を
遠
く
離
れ
て
い
る
に
も

わ
し
の
す

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
本
巣
郡
と
し
、
当
地
を
鷲
（
鷲
巣
の
こ
と
で

あ
ろ
う
）
と
い
う
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
養

老
の
滝
の
所
在
地
は
本
巣
郡
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
こ
の
記
事
は
A
系
の
縁
起
に
だ
け
あ
っ
て
、

B
系
の

縁
起
に
は
み
ら
れ
な
い
の
だ
が
、

B
系
の
『
養
老
寺
来
由
縁
起
略
』

を
み
る
と
、
そ
の
末
尾
に
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
の
年
記
の
あ

と
に
、

、
、
、

濃
州
本
巣
郡
瀧
寿
山

元
正
院
養
老
寺

現
住
敬
白

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
養
老
寺
が
ー
つ
ま
り
養
老
の
滝
が
ー
本
巣
郡

に
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
『
養
老
寺
来
由
縁
起
略
」
は
右
の
奥

付
か
ら
そ
の
刊
行
に
養
老
寺
が
関
与
し
た
と
思
わ
れ
る
略
縁
起
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
養
老
寺
が
本
巣
郡
に
あ
る
と
し
て
い
る

の
は
、
そ
れ
が
近
世
後
期
の
養
老
寺
に
お
け
る
正
統
的
な
寺
伝
だ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
養
老
寺
縁
起
』
は

い
ず
れ
の
系
統
に
お
い
て
も
、
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
だ
と
し
て
い

て
、
そ
れ
は
他
の
養
老
説
話
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
な

か
に
あ
っ
て
、
ひ
と
り
世
阿
弥
作
の
《
養
老
》
だ
け
が
「
養
老
寺
縁

起
』
の
所
伝
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
《
養
老
》
と
『
養
老
寺
縁
起
』
と
の
あ
い
だ

の
養
老
の
滝
の
所
在
地
の
一
致
に
つ
い
て
は
、
『
養
老
寺
縁
起
』
が

《
養
老
》
の
影
響
を
う
け
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん

ど
考
え
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
養
老
の
滝
の

所
在
地
に
つ
い
て
は
、
「
続
日
本
紀
」
に
多
著
郡
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
明
治
三
十
年
に
郡
域
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
こ
ろ
の
養
老
の
滝
や

養
老
寺
も
多
者
郡
に
あ
っ
た
。
明
治
以
前
に
本
巣
郡
や
多
者
郡
の
郡

域
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
も
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た

点
に
留
意
す
る
と
、
『
養
老
寺
縁
起
』
が
『
続
日
本
紀
』
以
来
の
郡

域
（
多
著
郡
）
を
無
視
し
て
、
あ
え
て
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
し
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て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
の
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
根

拠
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、

「
養
老
寺
縁
起
』
が
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
し
た
根
拠
が
、
《
養

老
》
の
よ
う
な
創
作
の
影
響
を
う
け
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ

が
養
老
寺
の
正
統
的
な
寺
伝
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
あ
り

え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
「
養
老
寺
縁
起
』
が
滝
の
所

在
地
を
本
巣
郡
と
し
た
、
そ
の
根
拠
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
、
養
老
寺
や
養
老
の
滝
の
あ
る
地
域
は
、
少
な
く
と
も
近

世
の
初
期
か
ら
後
期
こ
ろ
ま
で
は
本
巣
郡
に
属
し
て
い
た
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の
「
鷲
巣
〈
養
老
町
〉
」
の

わ
し
の
す

近
世
の
鷲
巣
村
の
項
に
、
「
鷲
巣
村
11
江
戸
期
＼
明
治
22
年
の
村
名
。

美
濃
国
多
芸
郡
の
う
ち
」
と
し
つ
つ
、
そ
の
末
尾
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

あ
る
の
が
参
考
に
な
ろ
う
。

な
お
寛
文
5
年
の
美
濃
国
本
巣
郡
鷲
巣
村
改
帳
が
あ
り
、
当
地

の
専
明
寺
の
鐘
銘
に
本
巣
郡
鷲
巣
村
と
あ
り
、
ま
た
、
「
美
濃

国
諸
旧
記
」
に
も
鷲
巣
六
郎
光
敦
に
つ
い
て
「
本
巣
郡
鷲
巣
の

城
主
、
是
は
太
守
政
房
の
六
男
に
し
て
云
々
」
と
あ
る
な
ど
本

巣
郡
の
飛
地
で
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
み
え
る
鷲
巣
村
は
養
老
の
滝
や
養
老
寺
の
所
在
地
で
も
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
鷲
巣
村
を
本
巣
郡
と
す
る
近
世
資
料
の
存
在

に
言
及
し
て
、
鷲
巣
村
ー
つ
ま
り
養
老
の
滝
や
養
老
寺
の
あ
る
地
域

ー
は
、
遠
隔
の
本
巣
郡
の
多
香
郡
中
の
飛
地
で
あ
っ
た
か
と
推
定
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
鷲
巣
村
を
本
巣
郡
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、

右
に
か
か
げ
ら
れ
た
資
料
以
外
に
も
、
寛
永
末
年
か
ら
正
保
年
間

（
一
六
四
四
1
四
七
）
の
成
立
に
な
る
『
美
濃
諸
旧
記
』
や
、
『
養
老
郡

志
』
所
載
の
『
元
禄
時
代
旧
多
芸
上
石
津
両
郡
村
落
図
』
な
ど
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
『
美
濃
諸
旧
記
』
の
「
美
濃
国
廿
一
郡
総
括
名
付
の

事
」
に
お
い
て
は
、
「
多
芸
郡
四
十
八
ケ
村
」
の
な
か
に
鷲
巣
村
は
み

え
な
い
の
に
た
い
し
て
、
「
本
巣
郡
五
十
八
ケ
村
」
の
項
に
は
そ
の
最

後
に
鷲
巣
村
が
み
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
元
禄
時
代
旧
多
芸
上
石
津
両

郡
村
落
図
」
は
元
禄
期
の
地
図
の
時
代
の
く
だ
る
写
し
ら
し
い
が
、

そ
こ
で
は
多
芸
郡
の
な
か
の
養
老
の
あ
た
り
が
太
線
で
囲
ま
れ
て
、

「
本
巣
郡
養
老
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
養
老
の
滝
や
養

老
寺
が
近
世
の
前
期
に
は
飛
地
と
し
て
本
巣
郡
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
確
実
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
元
文
（
一
七
三
六
ー
）
こ
ろ
の
成
立
に
な
る
『
美
濃
明
細
記
j

の
「
美
濃
国
郡
村
記
」
の
項
を
み
る
と
、
本
巣
郡
に
は
鷲
巣
村
は
み

え
ず
、
「
鷲
巣
山
」
（
鷲
巣
村
と
み
て
よ
か
ろ
う
）
が
多
芸
郡
の
な
か
に

み
え
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
鷲
巣
村
は
本
巣
郡
の
飛
地
で
は
な

く
な
っ
て
、
多
芸
郡
に
編
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
濃

州
本
巣
郡
瀧
寿
山
元
正
院
養
老
寺
」
と
あ
る
『
養
老
寺
米
由
縁
起
略
』

の
年
記
は
寛
延
一
一
年
（
一
七
四
九
）
で
、
こ
れ
は
す
で
に
養
老
あ
た

り
が
本
巣
郡
の
飛
地
で
は
な
く
な
っ
て
、
多
芸
郡
に
編
入
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
変
更
後
の
実
際
の
郡
名
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で
は
な
く
、
旧
来
の
郡
名
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
養
老
寺
縁
起
』
が
A
系

・
B
系
と

も
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
し
て
い
る
の
は
、
《
養
老
》
の
影
響
な

ど
で
は
な
く
、
そ
こ
が
実
際
に
本
巣
郡
（
の
飛
地
）
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
の
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
世
阿
弥
の
〈
養
老
〉
が
滝

の
所
在
地
を
本
巣
郡
と
し
て
い
る
の
も
誤
解
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の

こ
ろ
の
養
老
の
滝
が
本
巣
郡
の
飛
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い

る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
《
養
老
》
の
制
作
に
あ
た

っ
て
は
、
現
存
の
「
養
老
寺
縁
起
j

と
ま
っ
た
く
同
じ
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣
郡
だ
と
す
る
現
存
の
「
養

老
寺
縁
起
』
の
よ
う
な
伝
承
が
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
養
老
の
滝
や
養
老
寺
の
あ
る
鷲
巣
が
い
つ
か
ら
本
巣
郡
の

飛
地
だ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
室
町
初
期
以
前
で

あ
る
こ
と
は
《
養
老
〉
か
ら
確
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
さ

か
の
ぽ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
養
老
寺
縁
起
」
の
③
が

伝
え
る
よ
う
に
、
鷲
巣
と
い
う
地
名
は
本
巣
郡
か
ら
鷲
が
飛
来
し
て
、

ふ
た
た
び
本
巣
郡
に
舞
い
戻
っ
た
故
事
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
と
い

う
伝
承
や
、
養
老
寺
の
本
尊
で
あ
る
不
動
明
王
は
本
巣
郡
の
生
津
か

ら
来
現
し
た
と
い
う
伝
承
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
養
老
寺
創
建
の

時
代
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

【

3
、
《
養
老
〉
と
「
養
老
寺
縁
起
』
ー
前
場
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
一

養
老
滝
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
《
養

老
》
と
『
養
老
寺
縁
起
」
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
『
養
老
寺
縁

起
』
か
ら
《
養
老
》
へ
と
い
う
関
係
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
が
、

そ
う
し
た
知
見
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
《
養
老
》
の
設
定
と

「
養
老
寺
縁
起
j

の
記
述
と
の
全
体
的
な
比
較
を
行
っ
て
み
る
こ
と

に
す
る
。
こ
の
項
で
は
、
ま
ず
《
養
老
》
の
前
場
の
設
定
と
『
養
老

寺
縁
起
』
の
記
述
を
比
べ
て
み
る
が
、
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
《
養

老
》
の
前
場
の
構
成
と
内
容
を
段
単
位
で
示
す
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
く

で
あ
る
。ー

、
ワ
キ
（
勅
使
）
と
ワ
キ
ツ
レ
（
同
）
の
登
場
11
雄
略
天
皇

の
宣
旨
に
よ
り
、
勅
使
が
醸
泉
が
出
現
し
た
濃
州
本

巣
の
郡
に
下
向
す
る
。

2
、
シ
テ
（
老
翁
）
と
ツ
レ
（
老
翁
の
子
）
の
登
場
11
老
翁
親
子

が
現
わ
れ
て
、
滝
の
水
が
老
を
養
い
老
い
を
延
べ
る

醜
泉
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

3
、
ワ
キ
（
勅
使
）
と
シ
テ
（
老
翁
）
・
ツ
レ
（
子
）
と
の
問

答
11
滝
を
養
老
と
呼
ぶ
い
わ
れ
を
た
ず
ね
ら
れ
た
老

翁
は
、
醜
泉
は
わ
が
子
が
発
見
し
た
も
の
で
、
こ
れ

を
飲
ん
だ
わ
れ
わ
れ
老
夫
婦
が
老
い
を
忘
れ
た
た
め

に
養
老
の
滝
と
い
う
の
だ
と
答
え
、
さ
ら
に
勅
使
を

醗
泉
の
わ
き
出
る
場
所
へ
案
内
す
る
。

4
、
シ
テ
（
老
翁
）
に
よ
る
醸
泉
の
汲
み
上
げ
11

老
翁
は
君
へ
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の
捧
げ
物
と
す
る
た
め
に
、
七
百
歳
の
寿
命
を
保
っ

た
彰
祖
の
故
事
な
ど
を
語
り
つ
つ
醜
泉
を
汲
む
。

5
、
ワ
キ
（
勅
使
）
の
感
激
と
シ
テ
（
老
翁
）
の
感
謝
11

勅
使
は

醜
泉
の
献
上
に
い
た
く
感
激
し
シ
テ
（
老
翁
）
も
広

大
な
君
恩
を
感
謝
す
る
。

現
在
は
こ
の
第
5
段
の
あ
と
、
老
翁
親
子
（
シ
テ
と
ツ
レ
）
は
退

場
（
中
入
）
す
る
。
し
か
し
、
第
5
段
の
末
尾
の
文
句
は
、
「
言
ひ

も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
言
ひ
も
あ
へ
ね
ば
不
思
議
や
な
、
天
よ

り
光
か
か
や
き
て
、
滝
の
響
き
も
声
澄
み
て
、
音
楽
聞
こ
え
花
降
り

ぬ
、
こ
れ
た
だ
ご
と
と
思
は
れ
ず
、
こ
れ
た
だ
ご
と
と
思
は
れ
ず
」

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
シ
テ
と
ツ
レ
が
い
る
と
こ
ろ
に
、
後
ジ
テ
の

山
神
が
登
場
す
る
と
し
か
思
え
な
い
文
句
で
あ
る
。
慶
長
(
-
五
九

六
ー
一
六
一
四
）
こ
ろ
の
「
妙
佐
本
仕
舞
付
』
が
す
で
に
現
在
と
同

じ
く
シ
テ
が
中
入
す
る
形
を
記
し
て
い
る
が
、
右
の
文
句
か
ら
、
シ

テ
が
中
入
せ
ず
、
別
の
役
者
が
後
ジ
テ
と
し
て
登
場
す
る
の
が
《
養

老
》
の
原
演
出
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
確
実
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
《
養
老
》
の
前
場
は
、
以
上
の
よ
う
な
五
つ
の
段
で

構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
前
場
の
構
成
や
そ
こ
に
配
さ
れ
た

種
々
の
設
定
を
『
養
老
寺
縁
起
』
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
る
と
、
そ
こ

に
は
少
な
か
ら
ぬ
一
致
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
段
ご
と

に
み
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
、
第
1
段
で
は
、
ワ
キ
の
名
ノ
リ
に
、
「
そ
も
そ
も
こ
れ
は

雄
略
天
皇
に
仕
へ
た
て
ま
つ
る
臣
下
な
り
」
と
あ
っ
て
、
時
代
を
雄

略
天
皇
の
御
代
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
養
老
寺
縁
起
』
の
①
と

一
致
し
て
い
る
。
他
の
養
老
説
話
に
は
、
時
代
を
雄
略
天
皇
の
御
代

と
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
ま
た
、
《
養
老
〉
で

は
、
そ
の
雄
略
天
皇
の
勅
使
が
養
老
の
滝
に
下
向
し
て
い
る
が
、

「
養
老
寺
縁
起
」
の
①
で
も
、
「
雄
略
天
皇
聞
召
、
則
勅
使
ヲ
御
立
有

テ
」
と
勅
使
が
下
向
し
て
い
る
。

第
2
段
で
は
、
勅
使
の
前
に
老
翁
親
子
（
シ
テ
・
ツ
レ
）
が
現
わ

れ
る
が
、
『
養
老
寺
縁
起
』
の
①
で
も
、
勅
使
が
「
二
人
之
親
子
ノ

者
召
出
、
事
之
子
細
ヲ
御
尋
有
テ
」
と
、
二
人
の
親
子
を
召
し
出
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
二
人
の
親
子
を
召
し
出
す
と
い
う
の
は
A
系
の

設
定
で
、

B
系
で
は
、
右
の
傍
線
部
分
が
な
く
、
親
子
二
人
を
召
し

出
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

第
3
段
で
は
、
老
翁
は
醜
泉
を
発
見
し
た
の
は
わ
が
子
で
あ
る
こ

と
を
の
べ
る
が
、
こ
れ
は
『
養
老
寺
縁
起
』
と
は
一
致
し
な
い
。

「
養
老
寺
縁
起
』
で
は
、
醜
泉
を
発
見
し
た
の
は
、
番
役
で
上
京
中

の
夫
源
丞
内
の
留
守
を
守
る
妻
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
老
翁
が
そ
の
あ
と
勅
使
を
醸
泉
に
案
内
す
る
と
い
う
設
定
は
、

『
養
老
寺
縁
起
」
に
「
…
子
細
ヲ
御
尋
有
テ
、
勅
使
滝
元
二
詣
給
ケ

リ
」
と
あ
っ
て
一
致
す
る
。

第
4
段
で
は
、
老
翁
は
竹
林
の
七
賢
や
彰
祖
の
故
事
を
引
き
つ
つ

醜
泉
を
汲
む
が
、
そ
の
う
ち
の
彰
祖
の
故
事
は
、

I

養
老
寺
縁
起
』
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の
①
に
も
、
「
有
所
二
巌
ノ
下
ヨ
リ
湧
出
ル
水
ノ
冽
リ
、
彰
祖
ガ
タ

メ
シ
思
召
出
テ
、
則
菊
水
卜
名
付
給
ヒ
ヌ
」
と
み
え
て
い
る
。
参
考

ま
で
に
《
養
老
》
の
そ
の
箇
所
（
ロ
ン
ギ
）
を
か
か
げ
て
お
く
。

地
へ
山
路
の
奥
の
水
に
て
は
、
い
づ
れ
の
人
か
養
ひ
し
シ

テ
ヘ
彰
祖
が
菊
の
水
、
し
た
だ
る
露
の
養
ひ
に
、
仙
徳
を
う
け

し
よ
り
、
七
百
歳
を
経
る
こ
と
も
、
薬
の
水
と
聞
く
も
の
を

地
へ
げ
に
や
薬
と
菊
の
水
、
そ
の
養
ひ
の
露
の
間
に
シ
テ
ヘ

千
年
を
経
る
や
天
地
の
…

第

5
段
で
は
、
醜
泉
の
献
上
に
勅
使
が
感
激
す
る
が
、
「
養
老
寺

縁
起
』
で
は
、
「
勅
使
還
奏
帝
上
。
有
叡
感
、
年
々
ノ
若
水
ニ
モ
備

申
也
」
と
あ
っ
て
、
天
皇
の
叡
感
は
な
は
だ
し
か
っ
た
と
あ
る
。
ま

た
、
證
泉
の
献
上
と
い
う
こ
と
も
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
《
養
老
》
の
前
場
の
構
成
や
設
定
の

ほ
と
ん
ど
が
『
養
老
寺
縁
起
」
の
①
と
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ

う
。
《
養
老
》
と
か
さ
な
ら
な
い
の
は
、
『
養
老
寺
縁
起
』
で
お
お

く
の
筆
を
費
や
し
て
語
ら
れ
て
い
る
源
丞
内
の
妻
に
よ
る
醜
泉
発
見

の
経
緯
や
、
孝
行
の
対
象
が
「
養
老
寺
縁
起
」
で
は
源
丞
内
の
母
親

と
な
っ
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
、
両
者
の
関
係
は
き
わ
め
て
緊
密
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
緊

密
な
関
係
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
、
〈
養
老
》
が
現
存
「
養
老

、
、
、

寺
縁
起
」
の
①
の
よ
う
な
縁
起
に
依
拠
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
推
定
な

の
で
あ
る
。

な
お
、
《
養
老
》
が
制
作
さ
れ
た
室
町
時
代
前
期
こ
ろ
の
『
養
老

寺
縁
起
』
が
現
存
の
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
最
大
の
理
由
は
、
分
量
の
う
え
で
現
存
の

「
養
老
寺
縁
起
」
の
多
く
を
し
め
る
源
丞
内
の
妻
に
よ
る
酸
泉
発
見

の
経
緯
が
、
ま
っ
た
＜
《
養
老
》
に
投
影
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、

A
系
の
縁
起
に
よ
る
と
、
下
向
し
た
勅
使

が
親
子
二
人
の
者
を
召
し
出
し
て
子
細
を
尋
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
と
、
そ
の
二
人
の
親
子
と
源
丞
内
夫
婦
や
そ
の
母
親

と
の
関
係
が
は
な
は
だ
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
気
に
な
る
。
こ
の
点

は
親
子
二
人
に
言
及
し
な
い
B
系
の
縁
起
の
ほ
う
が
話
と
し
て
は
整

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
A
系
の
縁
起
の
不
整
合
を
参

照
す
る
な
ら
ば
、
《
養
老
》
と
は
か
さ
な
ら
な
い
、
源
丞
内
の
妻
の

物
語
は
後
代
の
ー
《
養
老
》
成
立
以
後
の
I

改
変
・
増
補
の
結
果
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

【

4
、
《
養
老
〉
と
「
養
老
寺
縁
起
』
ー
後
場
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
】

つ
い
で
、
《
養
老
》
の
後
場
の
構
成
や
設
定
と
『
養
老
寺
縁
起
』

の
記
述
を
く
ら
べ
て
み
る
。
《
養
老
》
の
後
場
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
あ
る
（
段
数
は
原
形
に
従
っ
て
ア
イ
の
段
を
ふ
く
め
て
い
な
い
）
。

6
、
シ
テ
（
山
神
）
の
登
場
11

山
神
が
泰
平
の
御
代
と
醸
泉

出
現
の
奇
瑞
を
賛
美
し
つ
つ
登
場
す
る
。
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7
、
シ
テ
（
山
神
）
に
よ
る
御
代
守
護
の
舞
11
山
神
は
自
分

は
楊
柳
観
音
と
一
体
だ
と
名
乗
っ
て
、
御
代
守
護
の

舞
を
舞
う
。

8
、
シ
テ
（
山
神
）
に
よ
る
御
代
の
賛
美
11
山
神
は
当
代
を

君
臣
が
和
合
し
た
よ
き
御
代
だ
と
賛
美
し
て
立
ち
帰

る。

後
場
は
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
山
神
に
よ
る
当
代
の
治
世
賛
美
で

彩
ら
れ
て
い
る
。
前
場
で
は
そ
れ
と
な
く
示
唆
さ
れ
て
い
た
治
世
賛

美
が
、
後
場
に
な
っ
て
直
接
強
調
さ
れ
る
ー
〈
養
老
〉
は
そ
う
い

う
形
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ

う
な
後
場
の
設
定
の
う
ち
、
「
養
老
寺
縁
起
」
と
の
関
係
で
注
意
さ

れ
る
の
は
、
後
ジ
テ
と
し
て
山
神
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
山
神
は
、
「
こ
れ
と
て
も
、
誓
ひ
は
同
じ
法
の
水
、
つ
き
せ

ぬ
御
代
を
守
る
な
り
、
我
は
こ
の
山
山
神
の
宮
居
、
ま
た
は
楊
柳
観

音
菩
薩
」
と
い
い
つ
つ
登
場
す
る
。
シ
テ
は
み
ず
か
ら
山
神
と
名
乗

り
、
ま
た
楊
柳
観
音
だ
と
も
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
他
の
世
阿
弥
作

の
脇
能
が
い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
神
を
後
ジ
テ
と
し
て
登
場
さ
せ

て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
異
例
と
い
う
印
象
を
う

け
る
。
こ
の
後
ジ
テ
に
つ
い
て
は
、
「
謡
曲
大
観
」
以
後
の
近
代
の

注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ

て
、
唯
一
、
近
世
の
「
謡
曲
拾
葉
抄
」
の
み
が
、
後
ジ
テ
の
「
山

神
11
楊
柳
観
音
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
施
注
し
て
い
る
。

我
は
此
や
ま
神
の
宮
居
濃
州
多
度
山
に
山
神
の
宮
居
有
。
此

謡
に
作
る
慮
の
木
こ
り
の
翁
を
祭
る
な
り
。
縁
起
に
見
え
た

り
又
は
楊
柳
観
音
菩
薩
山
の
麓
に
養
老
寺
と
て
あ
り
。
本
尊
は

観
音
也
。
楊
柳
観
音
の
事
遊
行
柳
に
注
す
。

こ
こ
で
は
、
後
ジ
テ
の
山
神
を
養
老
の
滝
の
あ
る
多
度
山
に
祀
ら

れ
て
い
る
神
で
あ
る
と
し
、
そ
の
社
殿
は
前
ジ
テ
と
し
て
登
場
し
た

老
樵
夫
を
祀
っ
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
「
縁
起
」
に
み
え
て
い
る

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
山
神
と
一
体
だ
と
い
う
楊
柳
観
音
に
つ

い
て
は
、
養
老
寺
の
本
尊
が
観
音
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
暗
に

後
ジ
テ
は
養
老
寺
の
本
尊
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
『
謡
曲
拾
葉
抄
」
の
〈
養
老
》
の
注
に
「
養
老
寺
縁
起
』
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
が
、
こ
こ
に
み
え
る
「
縁

起
」
は
も
ち
ろ
ん
「
養
老
寺
縁
起
j

の
こ
と
で
あ
る
。
山
神
と
一
体

の
楊
柳
観
音
を
養
老
寺
の
本
尊
の
観
音
と
関
係
づ
け
て
い
る
の
も
、

『
養
老
寺
縁
起
』
に
養
老
寺
の
観
音
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
「
養
老
寺
縁
起
」
に
よ
っ
て
い

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
謡
曲
拾
葉
抄
』
は
、
後
ジ

テ
の
山
神

(11
楊
柳
観
音
）
を
『
養
老
寺
縁
起
』
に
よ
っ
て
説
明
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
森
治
蔵
氏
や
鳥
居
•
佐
藤
両

氏
の
指
摘
も
こ
れ
と
同
じ
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ま

さ
に
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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上
多
度
村
大
字
鷲
巣

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
『
養
老
寺
縁
起
』
を
維
く
と
、
そ
の
②
に

は
、
①
の
源
丞
内
の
子
孫
の
時
代
の
元
正
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し

て
、
養
老
に
白
山
権
現
が
垂
跡
し
て
、
養
老
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
、
そ
の
③
に
は
、
養
老
寺
の
観
音
に
つ
い
て
、
「
白
山
権

現
同
一
鉢
之
観
世
音
、
是
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

に
は
、
《
養
老
》
が
後
ジ
テ
を
「
山
神
11
楊
柳
観
音
]
と
し
て
い
る

の
と
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
ほ
ぼ
」

と
し
た
の
は
、
《
養
老
》
で
は
「
山
神
」
な
の
に
、
『
養
老
寺
縁
起
』

で
は
「
白
山
権
現
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
「
山
神
」

「
白
山
権
現
」
は
ち
が
い
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
類
似
と
い
う
べ
き

も
の
の
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
養
老
寺
縁
起
』
の
②
と
③
の
部
分
に
は
、
こ
の
よ

う
に
元
正
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
白
山
権
現
の
垂
跡
と
養
老

寺
の
創
建
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
白
山
権
現

に
つ
い
て
は
、
養
老
寺
周
辺
に
比
較
的
多
く
の
白
山
神
社
が
存
在
す

る
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
養
老
寺
縁
起
J

に
白
山
信
仰
色
が
顕
著
な
こ
と
は
鳥
居
•
佐
藤
両
氏
の
「
「
養
老
」

の
周
辺
」
で
も
注
意
さ
れ
て
い
て
、
養
老
寺
の
奥
に
白
山
社
が
祀
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
養
老
郡
志
』
に
よ
る
と
、

養
老
寺
周
辺
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
五
つ
の
白
山
神
社
の
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

0
白
山
神
社
（
村
社
）

0
白
山
神
社
（
村
社
）
下
多
度
村
大
字
津
屋

0
白
山
神
社
（
無
格
社
）
笠
郷
村
大
字
上
之
郷

0
白
山
神
社
（
村
社
）
日
吉
村
大
字
橋
爪

0
白
山
神
社
（
無
格
社
）
養
老
村
大
字
白
石

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
創
建
年
月
が
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
白

山
神
社
の
存
在
は
、
「
養
老
寺
縁
起
]
に
お
い
て
養
老
寺
の
創
建
が

白
山
権
現
の
垂
跡
と
と
も
に
説
か
れ
、
養
老
寺
の
本
尊
の
観
音
と
白

山
権
現
が
一
体
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
養
老
郡
志
』
で
は
、
こ
の
う
ち
の
養
老
村
白
石
の
白
山
神
社

に
つ
い
て
、
そ
の
由
緒
と
し
て
、
「
養
老
寺
縁
起
」
に
み
え
る
白
山
権

現
の
垂
跡
諌
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
「
養
老
寺
縁
起
』
の
記
事
や
養

老
寺
周
辺
の
白
山
神
社
の
存
在
は
、
白
山
権
現
が
養
老
寺
創
建
以
前

か
ら
崇
敬
さ
れ
て
い
た
地
主
神
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
養
老
寺
周
辺
の
白
山
神
社
の
存
在
は
、

『
養
老
寺
縁
起
』
に
み
え
る
白
山
権
現
の
垂
跡
が
、
養
老
寺
に
と
っ
て

は
、
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
、

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
現
存
す
る
「
養
老
寺
縁
起
j

に
説
か
れ
る
白
山
権
現
の
垂
跡
讀
や
、
白
山
11
観
音
一
体
説
は
、
養

老
元
年
（
七
一
七
）
の
養
老
寺
創
建
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
も

十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
こ

れ
を
《
養
老
》
と
の
関
係
で
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
養
老
元

年
の
創
建
以
来
、
白
山
権
現
と
一
体
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
養
老
寺
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に
お
い
て
、
室
町
時
代
前
期
に
制
作
さ
れ
た
《
養
老
》
の
後
ジ
テ
た

る
「
山
神
」
の
影
響
を
う
け
て
、
そ
の
縁
起
に
白
山
権
現
と
の
関
係

を
付
加
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
考
え
が
た
い
こ
と

と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
け
る
両
者
の
関
係
は
、
ま
ず
「
養
老
寺

縁
起
』
が
あ
り
、
《
養
老
》
が
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
、
誤
り
は

あ
る
ま
い
。
《
養
老
》
の
後
ジ
テ
が
「
山
神
」
と
い
う
、
他
の
世
阿

弥
作
の
脇
能
に
な
い
神
名
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
地
主
神
た

る
白
山
権
現
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
疑
問
は
解
消
す
る
し
、
《
養

老
》
の
後
場
で
説
か
れ
る
山
神
観
音
一
体
説
も
、
そ
れ
が
養
老
寺
の

縁
起
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
み
れ
ば
、
ご
く
自
然
に
納
得
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
後
ジ
テ
の
造
形
だ
け
で
な
く
、
「
養
老

寺
縁
起
』
と
《
養
老
》
そ
の
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
前
場
を
め
ぐ
る
前
項
で
の
検
討
結
果
と
あ
わ
せ
る
な
ら

ば
、
《
養
老
》
が
現
存
の
『
養
老
寺
縁
起
』
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

前
の
形
の
『
養
老
寺
縁
起
』
に
依
拠
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
確
実

と
み
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
《
養
老
》
の
典
拠
が

な
ど
で
は
な
く
、
「
養
老
寺
縁
起
j

「
十
訓
抄
」
や
『
古
今
著
聞
集
』

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

四
世
阿
弥
に
よ
る
《
養
老
》
制
作
の
背
景

て
み
る
と
、
作
者
た
る
世
阿
弥
が
ど
の
よ
う
に
し
て
『
養
老
寺
縁
起
』

に
接
し
た
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
‘
[
養
老
寺

縁
起
』
は
そ
の
祖
形
の
成
立
は
養
老
寺
の
創
建
時
に
ま
で
さ
か
の
ぽ

る
と
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
美
濃
と
い
う
一
地

方
の
小
寺
院
の
縁
起
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
世
阿
弥
の
活
動
し
て
い
た

京
の
都
で
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
と
は
い
さ
さ
か
考
え
が
た
い
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、

「
碧
山
日
録
』
長
禄
四
年
(
-
四
六
0
)
三
月
四
日
条
に
み
え
る
養
老

説
話
で
あ
る
。
そ
の
記
事
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

四
日
辛
巳
。
隣
僧
来
。
語
話
次
日
、
昔
濃
州
有
ニ
一
樵
夫
一
。

売
レ
柴
養
レ
父
。
々
嗜
醇
酎
一
。
夫
毎
腰
二
大
瓢
一
、
以
過
酒

家
、
泊
レ
之
以
与
レ
父
。
一
日
、
又
採
i

一
柴
於
山
i
‘
欲
レ
踏
1

一骨

互
、
失
レ
足
而
顛
。
乃
有
二
酒
香
一
。
発
l

於
石
縛
i
。
以
レ
手

竣
竪
之
一
、
醸
泉
避
出
。
因
嘗
レ
之
、
其
味
勝
於
麹
酒
一
。

夫
喜
而
貯
二
之
於
瓢
一
、
以
餓
レ
父
。
日
々
以
為
レ
務
也
。
元
正

皇
帝
、
以
二
霊
亀
一
二
季
九
月
一
、
臨
御
見
レ
之
、
感
激
甚
癸
。
便

遣
手
使
＼
降
二
爵
於
樵
夫
l

、
為
濃
州
太
守
一
。
又
改
コ
元

養
老
i
也
。
至
レ
今
、
偶
優
作
二
養
老
瀧
曲
i
、
以
歌
レ
之
。
聡
者

皆
起
李
心
芸
。
日
録
日
、
元
正
帝
以
二
慈
徳
一
、
臨
二
於
天

下
一
、
建
施
薬
悲
田
一
一
院
＼
賑
レ
貧
救
レ
病
。
又
置
放
生
於

諸
州
＿
、
以
禁
網

t
一
突
。
是
故
化
二
下
民
一
、
以
行
レ
孝
、
感

-
i
上
蒼
一
而
出
レ
泉
。
可
レ
謂
二
帝
之
至
徳
一
。
嗚
乎
、
偉
也
乎
哉
。
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こ
れ
は
来
訪
し
た
隣
僧
が
美
濃
の
養
老
説
話
を
語
っ
た
記
事
で
あ

る
が
、
隣
僧
は
そ
の
説
話
を
孝
子
諌
と
し
て
語
っ
た
よ
う
で
、
そ
の

説
話
を
も
と
に
能
役
者
（
侶
優
）
が
作
っ
た
「
養
老
瀧
曲
」
つ
ま
り

《
養
老
》
を
聞
く
者
は
み
な
孝
心
を
起
こ
す
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
語

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
聞
き
手
の
太
極
は
養
老
説
話
を

元
正
天
皇
の
慈
悲
や
徳
の
現
わ
れ
と
し
て
感
激
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
隣
僧
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
養
老
説
話
が
「
十
訓
抄
』
と
同
じ

説
話
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
す
ま
い
。
こ
れ
は
世
阿
弥
が
没
し
て

か
ら
お
よ
そ
二
十
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
、
そ

の
こ
ろ
の
禅
林
で
は
、
養
老
説
話
と
い
え
ば
、
ま
ず
『
十
訓
抄
」
の

説
話
が
想
起
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
世
阿
弥
の

《
養
老
》
も
そ
の
「
十
訓
抄
』
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
当
時

の
京
の
禅
林
に
お
い
て
は
、
『
養
老
寺
縁
起
』
は
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
事
情

は
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
《
養
老
》
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
も
変
わ
り
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
み
て
き
た
ご
と
く
、
《
養
老
》
は
ま
ず
確
実
に
『
養
老

寺
縁
起
』
を
典
拠
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
世
阿
弥
が
『
養
老
寺
縁

起
」
に
接
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
ら
ば
、
世
阿
弥
は

い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
「
養
老
寺
縁
起
j

に
接
し
た
の
か
。

一
般
的
に
は
、
こ
の
種
の
問
題
は
解
明
が
か
な
わ
な
い
の
が
ふ
つ

う
だ
が
、
さ
い
わ
い
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
有

力
な
材
料
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
冒
頭
に
紹
介
し
た

明
徳
四
年
（
ニ
ニ
九
三
）
九
月
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
と
き
に
義
満
た
ち
が
『
養
老
寺
縁
起
』
を
披
見

し
た
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
な
資
料
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

養
老
の
滝
を
見
物
し
た
以
上
、
そ
の
お
り
に
、
義
満
一
行
が
孝
子
に

よ
る
睛
泉
発
見
諏
た
る
『
養
老
寺
縁
起
』
に
接
し
た
こ
と
は
確
実
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
現
存
の
「
養
老
寺
縁
起
』
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
前
の
形
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
そ
う
し
て
義
満
一
行
に
伝
え
ら
れ
た
『
養
老
寺
縁
起
』
は
、
た

だ
ち
に
御
用
役
者
と
し
て
義
満
の
周
辺
で
活
動
し
て
い
た
世
阿
弥
の

知
識
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
明
徳
四
年
の
義
満
の
参

宮
に
世
阿
弥
が
同
行
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
『
足
利

治
乱
記
』
に
よ
る
と
、
九
月
十
九
日
に
帰
洛
し
た
義
満
を
、
江
州
草

津
ま
で
、
「
京
中
の
町
頭
」
と
と
も
に
「
諸
道
ノ
埜
」
が
出
迎
え
て

い
る
か
ら
、
「
諸
道
ノ
益
」
た
る
世
阿
弥
た
ち
能
役
者
は
、
そ
の
と

き
の
参
宮
に
は
同
行
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
世
阿
弥
は
帰
洛
し
た
義
満
や

義
満
に
同
行
し
た
武
将
た
ち
を
通
じ
て
、
「
養
老
寺
縁
起
」
に
接
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
義
満
の
観
瀑
か
ら
さ
ほ
ど
時
日
を
へ
な

い
こ
ろ
に
、
足
利
将
軍
家
の
慶
事
を
祝
う
た
め
の
祝
言
能
と
し
て
、

『
養
老
寺
縁
起
』
を
本
説
と
し
た
《
養
老
》
が
世
阿
弥
に
よ
っ
て
作

23 



以
上
、
世
阿
弥
作
の
能
《
養
老
》
に
つ
い
て
、
《
養
老
》
と
設
定

の
多
く
が
か
さ
な
る
『
養
老
寺
縁
起
』
に
着
目
し
、
《
養
老
》
が
現

存
の
『
養
老
寺
縁
起
』
も
し
く
は
そ
の
祖
形
の
縁
起
を
も
と
に
制
作

さ
れ
た
こ
と
を
論
証
し
、
そ
れ
を
う
け
て
、
明
徳
四
年
の
義
満
の
養

老
の
滝
見
物
が
世
阿
弥
に
よ
る
《
養
老
》
制
作
の
背
景
と
し
て
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
を
論
じ
て
み
た
。
ま
た
、
《
養
老
》
が
制
作
さ
れ
た
時

期
や
、
制
作
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
も
―
つ
の
推
測
を
提
示
し
た
。

こ
の
う
ち
、
付
随
的
に
の
べ
た
、
《
養
老
》
制
作
の
時
期
や
目
的
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
直
接
的
な
資
料
は
と
く
に
な
い
の

だ
が
、
世
阿
弥
の
御
用
役
者
と
し
て
の
環
境
、
御
用
役
者
に
よ
る

《
養
老
》
の
よ
う
な
祝
言
能
の
制
作
が
国
家
の
慶
事
と
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
る
こ
と
、
《
養
老
》
の
終
曲
部
に
顕
著
な
君
臣
一
体
の
強

調
が
、
想
定
し
た
制
作
時
期
た
る
明
徳
＼
応
永
初
期
の
将
軍
を
め
ぐ

る
政
治
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
そ
う
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
《
養
老
》
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
背
景
の
も
と

に
制
作
さ
れ
た
ろ
う
こ
と
は
、
《
養
老
》
が
強
烈
な
治
世
賛
美
と
い

う
テ
ー
マ
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
で
あ

む
す
び

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ろ
う
。
《
養
老
》
の
そ
の
よ
う
な
作
意
（
ね
ら
い
）
に
つ
い
て
は
、
そ

の
詞
章
に
明
ら
か
で
、
と
く
に
論
証
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
な
か
で
も
、
第
3
段
（
シ
テ
と
ワ
キ
の
応
対
）
の
「
老
ひ
を

だ
に
養
は
ば
、
ま
し
て
盛
り
の
人
の
身
に
、
薬
と
な
ら
ば
い
つ
ま
で

も
、
ご
寿
命
も
尽
き
ま
じ
き
」
な
ど
は
、
当
時
三
十
六
歳
で
、
ま
さ

し
く
「
盛
り
の
人
」
で
あ
っ
た
義
満
を
意
識
し
た
よ
う
な
文
辞
で
あ

る
こ
と
や
、
第
8
段
（
終
曲
）
の
、
「
治
ま
る
御
代
の
、
君
は
船
、

君
は
船
、
臣
は
水
、
水
よ
く
船
を
、
浮
か
べ
浮
か
べ
て
、
臣
よ
く
君

を
、
仰
ぐ
御
代
と
て
、
幾
久
し
さ
も
、
尽
き
せ
じ
ゃ
尽
き
せ
じ
、
君

に
引
か
る
る
、
玉
水
の
、
上
澄
む
と
き
は
、
下
も
に
ご
ら
ぬ
、
滝
つ

の
水
の
、
返
す
が
へ
す
も
、
善
き
御
代
な
れ
や
、
万
歳
の
道
に
帰
り

な
ん
、
万
歳
の
道
に
帰
り
な
ん
」
が
、
ま
こ
と
に
強
烈
な
君
臣
一

体
・
君
臣
和
合
の
主
張
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
《
養
老
》
に
お
け
る

治
世
賛
美
の
し
か
た
と
じ
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
の
君

臣
一
体
観
は
、
他
の
世
阿
弥
の
脇
能
に
も
み
え
る
も
の
だ
が
、
こ
れ

は
ま
さ
し
く
君
臣
一
体
・
君
臣
和
合
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
、
当
時

の
政
治
状
況
と
深
く
か
か
わ
る
発
想
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（
「
付
論
」
参
照
）
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
典
拠
と
な
っ
た
『
養
老
寺
縁
起
』

を
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
治
世
賛
美
と
い
う
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
に
気
づ
く
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
世
阿
弥
の
付
加
し

た
要
素
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
が
《
養
老
》
の
主
要
な
作
意

（
ね
ら
い
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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